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（午前１０時 開会） 

○香川良平委員長 ただいまから、民生常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、南野委員

を指名します。 

 昨日に引き続き議案第４号、議案第１２

号及び議案第２８号の審査を行います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 質問番号１番です。予算

書の１０ページ、国民健康保険料２０２３

年度の１人当たり保険料は幾らでしょう

か。そして、大阪府の示す標準保険料率と

の関係は、どうなっているでしょうか。 

 ２番目です。モデルケースとして、６５

歳以上単身世帯、年金収入が月１２万円。

もう一つ、４０代、ひとり親と子供二人、

所得１１０万円。４０代夫婦と子供二人、

所得２１０万円。この三つのモデルケース

で保険料はどうなるか、教えてください。 

 ３番目です。一般会計繰入金、１２ペー

ジにありますが、法定外繰入は幾らで、内

訳は、どのようなものでしょうか。 

 ４番目、補正に移ります。６ページ、基

金繰入金の内容説明をお願いいたします。 

 ５番目、予算に戻って、１４ページに基

金の取崩しが出てきます。これは新年度の

保険料引下げの財源内訳だと思います。標

準保険料率より、激変緩和として少し下げ

る。この保険料引下げの財源内訳は、基金

だけではないと思うので、お願いします。 

 ６番目、保険料減免と一部負担金減免に

ついて伺います。保険料減免、様々種類あ

ると思うんですけど、種類、内容、件数と

額を教えていただきたい。また、医療費の

一部負担金減免、これも種類と内容の違い、

件数、金額、それぞれ教えていただきたい。 

 ７番目です。今年度から子供の均等割は

未就学児半額という制度が国の制度とし

てできました。兵庫県の加西市は、新たな

減免制度をつくって上乗せをしたり、１８

歳まで均等割ゼロ円、子供の国民保険料ゼ

ロ円という制度を行っています。もし摂津

市でやるとすれば、未就学児は均等割半額

ですけど、これを全額無料にすると、どう

なるのか、幾らぐらいの財源が必要か。 

１８歳まで全額無料にすると幾らぐらい

の財源が必要か、教えてください。 

 ８番目です。大阪府国民健康保険運営方

針です。府内統一化で、６年かけて大阪府

の制度を一つにまとめようと行われてい

ます。２０２４年度、目の前に迫っていま

す。統一化へ向けてのスケジュール、運営

方針の見直し等あると思いますので教え

てください。 

 ９番目です。健康保険証の問題です。今、

正規の保険証、短期保険証、資格証、それ

ぞれ発行しておられると思いますが、この

数を教えてください。 

 １回目、以上です。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 まず、１人当た

りの保険料でございます。１人当たりの保

険料、令和５年度調定額ベースで申し上げ

ますと、１２万６，７９８円の保険料とな

る見込みでございます。大阪府から示され

ました保険料では、１２万７，８４１円と

なっております。 

 続いて、２番目のモデルケースの保険料

についてでございます。まず、単身世帯６

５歳以上７４歳以下で年金月額１２万円

の場合、令和５年度では２万６，３２４円、

前年度比１，９４６円の増額となっており

ます。 

 次のモデルケースの３人世帯、４０代お

一人と子供お二人、年間給与所得１１０万
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円の場合でございます。令和５年度は１９

万４，８６２円となっておりまして、前年

度比１万３，６２６円の増加となっており

ます。 

 最後のケース、三つ目の４人世帯、４０

代お二人で子供お二人、年間給与所得が２

１０万円の場合ですと、４４万９，３９４

円となっておりまして、前年度比３万１，

１９９円の増加となります。 

 続きまして、３番目の法定外繰入金の金

額でございます。現在、法定外の繰入とし

ましては、保険料の独自減免分と一部負担

金の独自減免分について、一般会計から繰

入を行っておりまして、これがいわゆる法

定外の繰入となっております。金額といた

しましては、保険料の独自減免分で１３４

万２，０００円、一部負担金の独自減免分

で１３１万円を予算計上させていただい

ております。 

 続きまして、４番目の令和４年度の補正

における基金の繰入金でございます。今回、

補正の内容として国庫補助金等の返還金

以外に、コロナ減免に係る保険料の減額及

び、その財政支援としての国の特別交付金

を計上させていただいております。コロナ

減免の国からの支援については、全額令和

４年度に入るわけではなく、今回の特別交

付金は、令和４年１２月納期分までが令和

４年度に入ってくる形になっております。 

 令和５年１月以降、１月から３月までの

納期分については令和５年度の特別交付

金で入ってくる予定になっております。そ

の差額分については今回、この基金からの

繰入金、それから、前年度繰越金の国庫返

還金へ充当した残額、この二つの財源をも

って穴埋めをさせていただいています。 

 続きまして、５番目の保険料抑制財源の

内訳でございます。今回、保険料抑制のた

め必要財源といたしましては１，８４４万

３，０００円が必要となっておりました。

このうち基金から１，０００万円の繰入を

計上させていただき、残りの８４４万３，

０００円については府支出金等で財源を

賄う予定といたしております。 

 続きまして６番目の保険料の減免でご

ざいます。保険料の減免、共通基準による

所得減少分、それから、独自基準による収

入減少分、そのほか、災害収容等に分けて

お答えさせていただきます。 

 まず、共通基準による減免分です。令和

５年２月末現在で申し上げますと、件数は

２２４件、金額で申し上げますと３，８１

９万８，０５５円となっております。独自

基準よる収入減少分としては、件数が５件、

金額としては１５万６，４５５円となって

おります。 

 その他、災害収容等では７件、金額は３

２万６，２５３円となっております。 

 それから、コロナ減免の分でございます。

これは同じく令和５年２月末現在で申し

上げますと２２２件、金額では５，１１４

万９，２４３円の減免となっております。 

 続きまして、一部負担金の減免では、同

じく共通減免では令和５年２月末現在、お

二人に対して７件、金額で申し上げますと

２３万６，８５０円の減免をいたしており

ます。 

 独自減免では７名の方に対して２３件、

金額で申し上げますと１０５万９，６２５

円の減免をいたしております。 

 続きまして、７番の均等割軽減、未就学

児で現在、均等割半額となっておりますけ

れども、これを全額無料とした場合、必要

となる金額としては、約７００万円となっ

ております。 

 同じく１８歳未満の方に対して、全て無



- 5 - 

 

料にした場合です。半額にした場合が、お

よそ３，５００万円ですので、全額無料と

した場合は、その倍の約７，０００万円が

必要な財源と考えております。 

 続きまして、８番の運営方針についてで

ございます。運営方針の見直し、前回は令

和２年度に見直しが行われました。そのと

きと大体同様のスケジュールと府からお

伺いしております。今のところ申し上げま

すと、４月以降に、素案策定に向けた協議

が広域化調整会議等で行われて、それをも

とに夏から秋にかけて府内市町村への法

定意見聴取やパブリックコメントが実施

される。 

 さらに大阪府の国保運営協議会での議

論を経て年末頃に、次期運営方針が決定、

公表されると考えております。 

 続きまして、９番の保険証の交付枚数で

ございます。現在、令和５年１月末現在で

１万８２３世帯に対して保険証を交付い

たしております。このうち短期証による保

険証の交付は、５５４世帯となっておりま

す。資格証につきましては１５世帯となっ

ておりまして、これらを除きました１万２

５４世帯の方に対して通常の保険証を交

付している状況でございます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ２回目の質問です。 

 国保運営協議会の資料も頂きました。分

かりやすい図がついており、大阪府が言う

標準が１２万７，８４１円。摂津市が激変

緩和をしたのは１２万６，７９８円で、差

額が９，９５３円とあります。約１万円、

１人当たりの値上げになると思います。 

 都道府県化がスタートした２０１８年

度から２０２３年度まで、どれぐらいの差

があるか分かりますか。値上げがあったと

思いますので、教えてもらいたい。 

 もう一つ、２０２４年度が統一化と言わ

れ、大阪府が示す金額を目指して段階的に

上がっていくのを今までやってこられた。

２０２４年には大阪府が示すものと同じ

になる。その後は、値上げは、もう行わな

いのでしょうか。 

 ２番目です。モデルケース、三つとも、

全ての世帯で値上げと分かりました。本当

に大変な値上げで、大阪社会保障推進協議

会の調査では、大阪府下市町村で値上げが

続いています。この間、所得ゼロ円の世帯

の値上げ幅が一番大きいと言われていま

す。金額で見ると大きくないようですけれ

ども、一番上がっているのはモデルケース

１番、所得ゼロ円の方々の値上げが大きく

なっていると思います。今回、均等割、未

就学児半額と国は行ったけれども、子供が

産まれるたびに保険料が引き上がるとい

うことで、子供がいらっしゃる世帯は、物

すごく大きな保険料負担になる。それがさ

らに積み上がっていると分かりました。２

番は終了します。 

 ３番目です。一般会計繰入です。法定外

繰入の金額がどんどん少なくなって、財政

をよくするとか、赤字解消、保険料の引下

げのための一般会計繰入は、大分前からな

くなっている。今はまだ、独自の保険料軽

減、一部負担金の免除制度が残っている。

こういう独自制度は統一化後、どうなるの

か、教えてください。 

 ４番目です。今の答弁で基金からの繰入

は調整のためで、コロナ減免の分は１２月

までしかない。１月、３月と後で入ってく

るので、今は摂津市の基金で賄っている。

赤字になったから、基金を取り崩している

のではない。４番は、終了します。 

 ５番目です。保険料を、先ほど国保運営
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協議会の資料であった、府が示していると

ころから激変緩和をした金額に引き下げ

るための財源として、基金から１，０００

万円、府から８４４万３，０００円を入れ

る。しかし、予算ではいつも基金を繰り入

れているが、本当に繰り入れられて使われ

た形には、ずっとなってないです。決算を

見ると、反対に基金は増えている状況が続

いています。基金の現在高は幾らでしょう

か。 

 それから、統一化で大阪府が各市町村に

たまっている基金や黒字を拠出させると

いう話です。大阪府の基金は、どうなって

いるんですか。大阪府の基金も、この前の

決算では増えていたと認識しているんで

す。これについて教えてください。 

 大阪府下では、ほとんどが黒字、基金が

積み上がる状態が、続いてきた。ただ一つ、

赤字が残っている市があったと思うんで

す。拠出するとなったとき、黒字や基金が

あるところは、そこから出しなさいという

話でしょうが、赤字のところは、一体どう

なるのか、教えていただきたい。 

 ６番目です。保険料や一部負担金の減免

です。コロナの減免は、平等割や均等割ま

で減免してくれるので、できるだけこれが

使えるように、いろいろ説明もしていただ

いた。コロナの減免が新年度はどうなるの

か、教えていただきたい。 

 保険料の減免ですと、独自の減免の数は

すごく少なくなっている。独自の減免は、

ほかの減免と違って、収入が大きく下がっ

た場合だけでなく、生活保護基準に照らし

合わせて、収入が低い方々に適用できる制

度になっていたと思います。所得が低い方

は、低い中で下がっても、その率があんま

り下がってなかったりすると、受けられな

い。摂津市は、ちゃんとそこをフォローす

る制度がつくられている。本当にいい内容

だと思っているんです。この制度も府内統

一化を目指すとした２０１８年以前から

制度を変えられていると思うんです。どう

変えたか、答えていただけますか。 

以前だったら、もう少したくさんの段階

があって、たくさんの人が、この独自減免

を使えたと思うんです。今はそうじゃなく

て使える人の割合が減っていると思うん

です。答えられる範囲で結構ですので、お

答えください。 

 もう一つ、一部負担金です。これは、共

通が７件、独自は７人で２３件です。とい

うことは、独自の件数が多いと思います。

これも、摂津市の一部負担金減免で、物す

ごくいい制度です。 

 預貯金に関わらず、今の収入が大きく下

がったところを見てもらえる制度です。以

前お話したかもしれませんが、私の知って

いる方も、これを使われたんです。ご主人

が現役で働いていらっしゃったんですけ

れども、４０代ぐらいでがんになって働け

なくなった。そのがんは治療すれば治って

いく部類ですので、しっかり治療して早く

仕事に復帰したいと思っておられた。 

 子供がいらっしゃって、進学を目の前に

しておられた。奥さんは働いておられるけ

どパートで収入が少ない。こういうときに、

一部負担金減免、医療費の窓口負担がゼロ

円になる、これが使えたんです。収入が大

きく下がって、奥さんだけなら基準を満た

す。もちろん、預貯金はありました。ただ、

その預貯金は、子供の進学のためだった。

大阪府の制度だと、取り崩さないと使えな

い。それを摂津市が助けてくれて、ご主人

のがんも治ったし、子供たちも進学できた

し、本当によかったと、すごく喜んでくだ

さった。もう子供たちは成人しております
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けれども、今でもそんな話を、奥さんから

伺ったりします。 

 減免はこういう制度で、コロナ減免がど

うなるか、ここでの２回目の質問です。 

 ７番目です。子供にかかる国民健康保険

料均等割の無償化です。未就学児の均等割

を全額無料にすると、７００万円でできる。

十分できますね。１８歳までを半額にしよ

うと思ったら３，５００万円、これもでき

る。全額にしようと思ったら７，０００万

円。７，０００万円はちょっと大きそうで

すけど、法定軽減の係る方々の安くなる分

です。ここに入っていない金額かと思うん

です。そうであると、この７，０００万円

より低い額で、子供の保険料無料、子供が

生まれても、国民健康保険料が高くなる心

配をしなくていい。１８歳まで補助がある

摂津市の子ども医療費と一緒に、ぜひやっ

ていただきたい。やることについてどう思

っているのか、できないのであれば、なぜ

できないのか。基金が大きくたまっている

ので、財源的にはできるはずです。どうし

てできないのか、教えていただきたい。 

 ８番目、運営方針です。前回の運営方針

の見直しで、基金や黒字がどんどん増えて

いく。今に始まったことではなく、スター

トからそうなっていました。赤字がどんど

ん解消されるのに、保険料は毎年値上げせ

なあかん。市町村から市民の理解が得られ

ないと、たくさん声が上がっていました。

大阪府は聞きませんでしたけれども、統一

化を延期してくれという声も上がってい

ました。そのときはもうコロナ禍に入って

いたと思います。今回は物価高騰です。運

営方針の見直しが新年度にある。スケジュ

ールを教えていただきましたから、統一化

反対と、ぜひ言うべきやと思っているんで

す。せめて延期するように求めるべきと思

うんです。これについて、どうお考えか教

えていただきたい。 

 ９番目です。健康保険証の話です。政府

はマイナンバーカードを事実上強制する

ために、現状の保険証は廃止すると言って

います。現在、保険証とマイナンバーカー

ドで診療の窓口負担額に差がつけられて

いると思います。今後、どうしようとして

いるのか、スケジュールも分かれば教えて

いただきたい。 

 ２回目、以上です。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 まず１人当た

り保険料についてでございます。１人当た

り保険料、平成３０年度の調定ベースで申

し上げますと、１人当たり９万９，２８５

円でございました。 

 令和５年度が１２万６，７９８円でござ

いますので、その差額は２万７，５１３円

の増加となっている状況でございます。 

 令和６年度以降、統一保険料になった場

合どうなっていくのかに関しましては、料

率につきまして大阪府の示す料率に合わ

せていくことになります。 

 ただ、その料率が、給付費の推計によっ

て増減がございますので、幾らぐらい増加

になるのか、もしくは減額になるのかにつ

いては、来年の保険料の算定を待たなけれ

ば分からないところです。 

 最近の状況で言いますと、給付費の伸び

等がございますので、下がる要因としては

あまりないと考えているところでござい

ます。 

 ３番目の法定外繰入金、独自減免につい

てです。統一化された場合どうなっていく

のか、減免に関しましても、府が示す統一

基準に合わせていくとなっております。 

 令和６年度以降、保険料と同じく減免制
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度についても、基準については大阪府の示

す基準に合わせていくものと考えており

ます。 

 続きまして、保険料抑制財源の関係で基

金の現在高でございます。基金の現在高、

令和４年度予算額ベースで申し上げます

と、令和４年度積立てを７，０００円予算

計上しておりまして、今回の取り崩し含め

まして取崩し予算額としては２，５５５万

３，０００円となります。 

 令和３年度末の現在高が４億４，６００

万円余りでしたので取り崩し、それから利

子の積立て、それぞれ加減いたしますと、

現在のところ予算額ベースでは４億２，０

００万円余りの令和４年度の現在高にな

ると見込んでおります。 

 それから、大阪府の基金についてでござ

います。令和３年度決算の状況で申し上げ

ますと、１９２億１，８１９万８，０００

円と聞いております。 

 それと、これに関連して拠出の件でござ

います。委員がおっしゃるとおり、まだ、

大阪府内市町村で赤字の団体もございま

す。赤字の団体は、拠出する財源として基

金、それから黒字額がない状況になってお

ります。その団体に対して、どういった形

で拠出してもらうのか、今、広域化調整会

議の中でも議論になっておりまして、その

団体も含めて、拠出方法については、議論

が必要な状況でございます。 

 その議論の中でも、本市の意見としてき

ちんと言うべきところは言っていきたい

と考えております。 

 それから、６番目の保険料の減免、一部

負担金の減免関係で、コロナ減免について

でございます。コロナ減免につきましては、

令和５年度はいわゆる５類へ移行するこ

とに伴って、財政支援はないと国からも通

知が来ています。そのため、令和５年度の

コロナ減免については実施しないと考え

ております。 

 ７番目の均等割軽減の実施についての

考えでございます。未就学児の均等割の軽

減は、国の制度として今、実施しておりま

す。 

 国会でも、いろいろと議論がされており

ましたけれども、これにつきましては、国

が全国統一して実施していく制度がふさ

わしいと、各団体で実施するものとしては

なじまないという答弁もあったところで

ございます。それを踏まえますと、やはり

市独自で実施することは少し困難であり

ます。委員のおっしゃるとおり、金額的に

は、実施できる可能性はあると思いますけ

れども、それ以外、交付金であったり、算

定にも影響しかねないものでございます。

これについては国の基準どおり実施して

いきたいと考えております。 

 それから、８番目の運営方針の見直しの

中で、統一化反対の声についてです。各団

体から年明けの会議の中で、いろいろ意見

は出ておりました。統一についてまだまだ

課題があるので、延期したほうがいいのじ

ゃないかとおっしゃる市もございました。

これにつきましては、運営方針で、令和６

年度保険料を統一することが定まってお

ります。方針どおり摂津市としても府や他

の市町村と協力しながら、やっていきたい

と考えております。 

 それと、保険証の件でございます。保険

証、マイナンバーの関係でマイナンバーカ

ードで保険証を利用した場合と、そうしな

かった場合について、現在、初診料及び調

剤の部分で診療報酬の差がございます。 

 マイナンバーカードを利用しない場合、

初診の場合ですと、診療報酬で４点。利用
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した場合は２点の診療報酬となっており

ますので、３割の窓口負担の方で申し上げ

ますと、マイナンバーカードを利用しない

方では６円の負担増となっております。 

 調剤でいいますと、マイナンバーカード

を利用してない場合は３点。利用する場合

は１点となっておりますので、同じくマイ

ナンバーカードを利用してない方は６円

の負担増となっておるところでございま

す。これが、令和５年４月から１２月まで

の期間、特例としてマイナンバーカードを

利用しない場合の初診料が６点に引き上

がることになっております。マイナンバー

カードを利用しない方は、窓口負担が１２

円増えることになっております。 

 調剤もマイナンバーカードを利用しな

い場合は３点が４点に引き上げられます

ので、９円の負担増になります。 

 なおかつ、再診の場合、新たにマイナン

バーカードを利用しない方については診

療報酬２点加算される制度になっており

ますので、再診の場合も６円の負担増とな

るものでございます。 

 答弁少し戻り、独自減免の変更について

でございます。 

 もともと、本市の基準では生活保護基準

をもとに、判断をさせていただいておりま

した。 

 その際、３段階の所得割、６割、５割、

４割の減免を行っておりました。平成３０

年度からは、共通基準との整合性を図る中

で、所得割３割の減免に変更したところが

変更内容となっております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ３回目の質問です。 

 １番目、保険料の話です。２０１８年と

比べると、１人当たり２万７，５１３円、

大変な値上げです。家族で考えるとすごい

金額になると思うんです。１人当たり掛け

る人数でないのは分かっております。でも、

ずっと値上げが続いてきた。大阪府の標準

保険料率、これも値上げがされてきました。

先ほど、これから先の保険料率はどうなる

か出てみないと分からないが、下がる要因

はあんまり考えられないとお話もありま

した。 

 しかし、下がる要因がないと言いながら、

保険料を上げてきた結果が、この４億２，

０００万円の基金を積み上げる結果にな

った。様々な財政が厳しくなる要因があり

ますと、国保の加入者が少なくなってきて

います。 

 また、後期高齢者は抜けていくので、前

期高齢者が増えていく。前期は医療費もか

かり、これから先もっと大変だと大阪府が

言っている、というお話と思うんです。 

 以前は、摂津市が医療費の推計をして、

摂津市の中で保険料を幾らにするかと考

えていた。ところが、今は都道府県化にな

って、それをやるのは大阪府やと。市は大

阪府に割り当てられた分担金を払うだけ

で、言われたまま支払って、言われたまま

集めるとなっていく。しかし、大阪府はこ

の６年間値上げに次ぐ値上げをして、すご

い黒字を各市町村に残した。 

 保険料は引き上げながら、みんな黒字に

なって基金が積み上がった。赤字の解消じ

ゃなくて、黒字がどんどんたまって困ると

声が上がるぐらいになってきた。大阪府の

かじ取りが間違っていると思うんです。 

 確かに、国保の加入者は減っています。

１人当たり医療費は確かに上がっている。

けれども、国保の加入者が少なくなってい

るということは、医療費総額は上がる。都

道府県化に際して、お金を入れないと都道
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府県がもう持ちません、責任を持てません

と言って、最初は国からの交付金は１兆円

だった。けれども、１兆円は入らなくなっ

た。これだけで何とかやってほしいと３億

４，０００万円を毎年入れることにした。

このお金はまだ毎年入ってきます。 

加入者が少なくなったら、医療費総額も

少なくなる。でも定額お金は入ってきてい

るから、財源が潤う一つの要素になる。こ

ういう話は一切しない。 

 前期高齢者が増えるとどうなるか。社会

保険から前期高齢者の割合に応じてお金

が入ってきます。これも結構な額です。社

会保険からの前期高齢者の交付金、すごく

大きくなってくるわけで、国保はかなり財

政がよくなってきた。そういう話は一切さ

れない。マイナスの話ばかりして、プラス

の要因はカウントしない。だから保険料は

上げなきゃしょうがないと言って、その割

にいっぱい黒字が出てくるとなったんじ

ゃないでしょうか。大阪府の国保の運営の

仕方が、非常にまずいと思います。 

 都道府県化に際して、国がガイドライン

を出しました。平成２８年４月、厚生労働

省です。赤字になるのはよくないと書いて

あり、広域化して財政を安定化させ、赤字

の市町村が非常に多いので解消していく

方法を、都道府県が市町村と一緒になって

協力してやっていきなさいと、ガイドライ

ンをつくりました。ガイドラインに基づい

て運営方針ができていると思います。ガイ

ドラインを見てみますと、赤字を解消しま

しょうと言っている。それだけではなく、

黒字になるのもよくないと、ちゃんと言っ

ている。 

 当該都道府県内の市町村における事業

運営が、健全に行われることも重要である

ため、都道府県特別会計において必要以上

に黒字幅や繰越金確保することのないよ

うに、市町村の財政状況をよく見極めた上

で、バランスよく財政運営を行っていく必

要があると言っている。 

 ところが今回、この市町村の黒字を府が

吸い上げて拠出させる。このガイドライン

から見たら、とんでもないことじゃないで

すか。 

 こういうことにならないために、基本的

に赤字は発生しない仕組みをつくったと

国は言っています。赤字が発生しないから、

国民健康保険は１会計年度を収支として

行う短期保険であることに鑑みて、原則と

して、赤字発生年度の翌年度に解消を図る

ことが望ましい｡さらに、被保険者の保険

料負担の急変を踏まえると、単年度で赤字

解消が困難な場合もある。黒字になった場

合も、その次の年で解消、つまり保険料を

引き下げて、黒字分を市民に返して、単年

度会計をきちっと収支していくことが望

ましいと書いてある。これが国の示したガ

イドラインです。 

 ところが大阪府は、こんなことは無視し

て、黒字を積み上げさせて、最後は拠出し

ろと、むちゃくちゃと違いますか。 

 このことについてどう思うか、聞きたい

です。 

 それともう一つ。今回、摂津市は保険料

引上げですが、統一化の前に値下げをしよ

うという自治体もあったじゃないかと私

は推測するんです。値下げをした自治体が

あるかどうか、聞きたいです。 

 ３番目です。大変すばらしい減免制度も

統一化によってなくしてしまうというこ

とです。 

 先ほど、この一部負担金減免がどんなに

すばらしかったかという話もさせてもら

いました。本当に、まだこれからですから、
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しっかり独自減免を残させてくれと声を

上げてもらいたい。 

 これは摂津市だけじゃないと思います。

各市町村は、その地域の実情に応じたすば

らしい独自減免をやっていると思います。

こういう声をぜひしっかりと上げて、独自

減免をなくさないように、これは要望とし

ておきます。 

 ５番目です。基金の問題です。拠出させ

ると言いますが、その拠出させたものを一

体どのように使うのか、大阪府はしっかり

と皆さんに示しておられるのでしょうか。

大阪府は、決算出すのも遅いですし、基金

の状況がどうなっているのか、私らなかな

かよく分からんのです。 

 府のホームページも、見にくくて分から

ない。この拠出したお金は、そもそも市町

村のお金です。 

 摂津市は前に一般会計から繰り入れて

いますから、市民の税金も入っているお金

です。集めるだけでなく、そのお金で何を

する、どうしようとしているのか、はっき

りと示しているのか伺いたい。 

今、赤字で拠出金がないところがどうす

るのか、考えて話し合っていますというこ

とです。じゃあ、あんたとこは黒字じゃな

いから、もう出さんでいいとはならないで

す。ほかの市町村が納得しない。 

 そうなると、そこは借金してでも拠出し

なさいとなると思う。国保の運営方針の中

には、大阪府が持っている基金の使い方が

あります。これは赤字が出たときに、貸し

てあげる、返済するときに、どんなふうに

するのか書いてあります。大阪府の場合は、

一般会計から出したらあかんと書いてあ

る。 

 どうするかというと、１回借金をして、

返すときに、そこの市町村だけ保険料を上

乗せして値上げをして、返済分、そこの市

町村だけ保険料が高くなると書いてある。 

 それは借金した場合ですけれども、最初

の運営方針には全くなかった、黒字になっ

たものを拠出する。これについて、これを

当てはめると、そこの市町村は赤字解消だ

け頑張ったらいいと思っていたのに、そこ

の市民だけ大阪府下で保険料が高くなる。 

 そもそも、大阪府が統一化のときに何を

看板にしていたか。全ての大阪府下の市町

村では、同じ所得、同じ世帯構成やったら、

同一保険料と。これが当たり前というのが

看板やったわけです。そもそもその看板す

ら、かなぐり捨てるようなやり方じゃない

かと思うんです。 

 このことについて、今ここでいろいろ聞

いても答えは出ないと思います。大変な中

身やと、大阪府の統一化の表看板、これが

外されるようなことやるんですかと、ぜひ

大阪府に言うていただきたい。 

 ６番目です。保険料と一部負担金の減免

の話です。コロナ減免はどうなるのかと聞

きました。コロナ減免、私の持っている資

料では、まだ未定と載っているんですけど、

もう既にやらないという通知が来たと。５

類にすると言っても、コロナそのものがな

くなるわけではないですし、第８波のとき

は、高齢者の方がたくさん亡くなられた。

大変なこともあった中ですので、もう終わ

りじゃなくて、物価高騰もあります。コロ

ナ減免を復活しろという声もあります。名

前変えて、物価高騰減免でもいいですけど

も、しっかりそういう同じ内容のものを国

が全額もって出してほしいと伝えてほし

い。これは要望にします。 

 ７番目です。子供の均等割です。財源的

には、できるとおっしゃってくださいまし

た。 
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 ただ、国が全国統一でするのがふさわし

いと言うているから、しませんというお話

でした。けれども、１８歳までの子ども医

療費の補助は、国は認めてない。市町村が

頑張っている。府も出してくれていますけ

れども、国保の中でペナルティーも実際来

ていると思います。ペナルティーやめろと、

全国市長会とかも声を上げていただいて

いると思います。ペナルティーがあるから

できないじゃないと思うんです。加西市だ

ってペナルティーがどうなるか気にして

いるかもしれません。それよりも子育て応

援、これをアピールできるのは、すばらし

いことだとやってはると思うので、ぜひ摂

津市もやってほしいと思っているんです。 

摂津市が踏み切れないのは、国の考え方

の問題ではないんじゃないかと私は思っ

ています。１８歳の医療費補助をやってい

る摂津市ですから、そんなことは怖くない

でしょう。気にしているのは、大阪府が減

免制度を統一するから、自分たちだけ独自

でできないと思っているのと違うかなと

思うんです。 

 大阪府全体が、こういう制度に対して、

足を踏み出す。これが行われているならす

ばらしいかと思うんです。統一化のいいと

ころは出ると思うんですけど、前にそうい

うことをやるかもという話もあったじゃ

ないですか。大阪府内で、子どもの医療費

減免制度をつくろうと。それもいつか消え

て、国の動きを待っていると言っている。

お金があっても、ちっともいい使い方をや

ろうとしない。これが大阪府の府内統一化

やと思っています。 

 府内統一化は、足かせでしかないので、

これはやめるべきだと思います。要望とし

ておきます。 

 ８番目です。運営方針です。統一化は方

向性もしっかり分からないし、拠出させた

お金をどうするのか。黒字化でお金はたま

る一方で、よりよい制度をつくる話合いも

なされていない。私は反対をしてほしいと

思っていますが、せめて、延期するべきじ

ゃないかと思っています。 

 統一化に法的な根拠はありません。市町

村が保険料を決め、減免制度も決める。こ

れは国民健康保険法にはっきり明示され

ています。摂津市の国保を預かるのは摂津

市の責任と踏まえて、しっかり話をしてい

ただきたい。 

 統一化で保険料が下がるどころか、大値

上げをされてきた。これは提案ですが、こ

れから統一化へ向けて話がなされるかも

しれないと不安をお持ちなら、どうせ拠出

されるんだったら、今のうちに基金を使っ

て、新年度大幅値下げをぜひしてもらいた

い。いかがでしょうか、お尋ねします。 

 ９番目です。健康保険証の話です。健康

保険証を発行しないって、最初、ある大臣

が言わはったんです。マイナンバーカード

一本だと。そんなことはできないです。し

かし、資格確認証をつくりますと話をして

はります。そうなったら今後、窓口負担で

差をつける。ひどい差別だと思います。 

 一般質問でも、弱者ほどマイナンバーカ

ードをつくったり、使ったりできない状況

が生まれてくると話をしました。弱者切捨

ての上に、さらに健康保険証の窓口負担で

差別する。本当にとんでもない話だと思い

ます。今までどおり健康保険証を発行すべ

きだ、今までどおりの制度を維持するべき

だ、窓口負担の差別化をやめようと、ぜひ

訴えてほしい。 

 これは要望といたします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 
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○谷内田保健福祉部参事 １番目の保険

料に関して、それから府の運営についてで

ございます。 

 基金、それから黒字額を拠出して令和６

年度以降、統一保険料率になった際の、値

上げに活用していく中で、赤字の団体もい

てて、それについてはどうなんだと、今議

論されております。基金の使い方について

も、今、運営方針の中で各市町村の基金の

使用方法については限定されております。

拠出するに当たっては、府の運営方針が、

今後、改定していくと府からは聞いており

ます。そうしませんと、各市町村から拠出

ができませんので、そういった対応をきち

んと踏んでやっていくと聞いております。 

 しかしながら、拠出した金額は、抑制に

使っていくと聞いてますけれども、どうい

った形で市民の方、府民の方に分かるよう

にするのか。きちんと明確にしていくのか

については、まだ府から詳細は示されてお

りません。それについては、各市町村が拠

出したお金ですので、きちんと見える化を

していただきたいと思っております。 

 今後の運営についても、運営方針を改定

する中で、国も運営方針のガイドライン、

新たに出しておりますので、改善されるべ

きところは改善した運営方針にしていか

ないといけないと考えております。 

 なお、府内の各自治体を確認はしており

ませんけれども、近隣の自治体で、新年度

の保険料について、保険料率を下げている

団体があることは確認いたしております。 

 ただ、数としては、多くない。それ以外

の団体、聞いているところでは、本市と同

じように料率も上げ、均等割も上げると認

識しております。 

 最後の新年度の保険料について、今ある

基金を使って大幅に値下げていくべきで

はないか、でございます。先ほどからお話

ししています拠出の関係がございます。現

在、拠出がどれぐらいの規模になるのか、

まだ明確になってない状況でございます。

万が一、基金を取り崩して保険料を値下げ

して、拠出する額が基金の残高を上回るこ

とになりますと、先ほど委員もおっしゃっ

た赤字の団体と同じように、後々の保険料

率に跳ね返ってくるのではないか。まだは

っきりと分からない状況の中で、基金を大

幅に取り崩すことは、かえって被保険者の

将来的な保険料に跳ね返ってきかねない

懸念がございます。それについては慎重に

していかないといけないと考えたところ

でございます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 どこをどんな方向にい

くのか、迷走してしまって訳が分からんと

思います。拠出するなんて話は、運営方針

にないわけです。６年間で赤字を解消しな

さいとアナウンスされたので、皆さん一生

懸命頑張った。頑張ったというより、ただ

たまったと思いますけれども、あの大阪市

の大赤字も解消されたわけです。 

 ところが、今度は、黒字で困っているか

ら拠出金をと言っているのに、拠出金を払

うために今より高い金額を言われたら大

変なことになる。それを、今回使えない理

由にしている。本末転倒とちゃいます、そ

れって。国のガイドラインで、国保は単年

度と書いてある。単期決算して、赤字があ

ったら次の年に解消する。黒字が出たら保

険料を下げて、次の年に黒字も解消する。

これが国保のやり方でしょう。 

 なのに、今ある黒字を保険料引き下げに

使ったら、今度拠出金を出せと言われて足

らんかったら困りますって、そんな話おか
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しいでしょう。そもそもおかしいと言うべ

きです。皆さんのお金じゃありません。今

の基金は、市民の皆さんの財産です。これ

を勝手に大阪府に預けますと。そんなんや

ったら、ほんまに市民が怒ります。 

 ちゃんと、値下げをしてほしい。何で黒

字やのに上げなあかんのという声がずっ

とあったのに、そのお金を全部大阪府に出

しましたと。全部かどれぐらいかは分かり

ませんけど、ほんまにそれで下がったなら、

まだ納得するかもしれないけれども、下が

るかどうか分からないと。大阪府のこの６

年間を見てきたら、私は下がらないと思い

ます。本気で下げるつもりで使うなら、そ

の下げ方を明確に示してから、こう使うか

ら皆さん出してくださいと言うのならま

だ分かる。けれども、どう使うか分かれへ

んけど、黒字があって困っているから、大

阪府が預かりましょうかと。見えなくする

だけじゃないですか、市民、府民から。こ

んなとんでもないことを言い出す大阪府

に、運営を任しておけません。ぜひ、今度

の運営方針見直しで、統一化を延期せよと。

日本全国で、減免制度まで全部統一すると

言うてるのは、大阪府だけです。ほかは、

料金統一を目指すことは運営方針に書い

てあるけれども、制度そのものを統一して

いくのは、大阪府だけです。大阪モデルや

と言うてはります。いいモデルならいいけ

ど、ちっともよさが見えません。絶対に反

対、せめて延期してほしいと思います。 

 勇気ある値下げをしている市に見習っ

て、ぜひ新年度は大幅値下げをしていただ

きますようお願いして、私の質問を終わり

ます。 

○香川良平委員長 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 既に、各委員から様々な

議論が交わされました。そこは省略して、

要点を絞って質問といたします。 

 まず、１点目は、先ほど議論もありまし

た統一化に向けてです。これは、決算審査

に係る委員会でも、言わさせていただきま

した。やはり、国保は、どうしても大阪府

の影響が、非常に大きいと強く認識をして

おります。大阪府は摂津市民イコール大阪

府民だろうと、当然理解はしております。 

 その中で、見える化をしっかり摂津市か

らも声を上げていただきたい。先ほどの基

金の拠出の話であったり、これから黒字化

していく中で、お金をためることは、あく

までも必要なサービスを提供していくた

めに、必要な財資を頂く。これが行政とし

てのあるべき姿で、ぜひ議会からいろんな

声が上がっていますと、しっかり大阪府に

伝えていただきたい。そして、市の担当部

署として、しっかりと市民に説明ができる

ようにしていきたいとぜひ訴えていただ

きたい。 

 当然、これは府議会議員の仕事でもあろ

うかと思います。府議会議員は、摂津市に

もおりますので、しっかりと連携して、声

を上げていただきたいと強く、要望させて

いただきます。 

 続きまして、前回の１２月の一般質問で、

子育て支援の拡充が喫緊の課題だと、訴え

させていただきました。 

 今回、出産育児一時金の増額があります。

既に報道等で一部聞いておりますけども、

令和５年度に国民健康保険料の産前産後

免除制度が開始される。概要について、ど

のようなものか、お聞きしたい。 

 以上です。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 国民健康保険

料の産前産後免除制度について、お答えい

たします。 
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 昨年来、厚生労働省の社会保障審議会医

療保険部会において、子育て世帯への支援

を強化するために、出産する国保の被保険

者の産前産後期間相当分である４か月間

の均等割、それから所得割の保険料を免除

する措置を講ずるべきだと議論がされて

きました。 

 これを受けまして、この３月に国民健康

保険法の改正法案が国会に提出され、現在、

審議がされております。この保険料免除に

係る負担割合については、今のところ、国

が２分の１、府と市が４分の１ずつを負担

する方向で審議されていると聞いており

ます。 

 本市といたしましては、本改正の被保険

者に係る産前産後期間相当分の保険料免

除制度、この施行日が、今のところ令和６

年１月１日を予定と聞いておりますので、

それまでの間に、改正法、それから関係の

施行令等を確認し、必要な条例改正及び予

算措置、そういった手続を行っていく予定

としております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 要望とさせていただき

ます。 

 法律の改正が３月にあると、子育て支援

の観点から、出産する国保被保険者の産前

産後の期間相当分の４か月分が、均等割と

所得割保険料を免除する制度と理解をい

たしました。 

 時期は令和６年１月１日で、年度途中の

運用開始とあって、対象となる被保険者の

全員に、広く周知をすることが必要と思い

ます。ぜひ、様々な機会を捉えて子育てを

する被保険者の負担軽減となる制度を活

用する周知をするよう要望いたします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第８号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 後期高齢は、７５歳以上の

全ての方が後期高齢となります。これから

団塊の世代が、後期高齢に移行となります。

後期高齢の会計は、どんな形に向いていく

のか、御説明をいただきたい。 

 歳入の一般保険料収入で、約１１億２，

０００万円、連合用の納付金が約１３億８，

０００万円ですから、差額が繰入となって

いる。今後どうなっていくのか、御説明を

いただきたい。 

 以上です。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 後期高齢者医

療の今後の動向でございます。 

 国民健康保険でも少子高齢化、特に高齢

化のお話をさせていただきました。その点

では、国民健康保険制度と後期高齢者医療

制度、表裏一体の関係にあると考えており

ます。 

 国民健康保険が、高齢化で減っていく一

方、後期高齢者医療は、その分増えていく。

さらに、社保の方もおられますので、増え

る幅としては、後期高齢者のほうが多くな

っていくと考えています。 

 そういった状況ですので、人口も増えま

すし、やはり後期高齢の方、１人当たりの

年間の医療費も１００万円を超えている

状況でございます。医療費全体も、今後、

増えていくと考えております。 
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 そのような中で、保険料と納付金の差額

を御質問いただきました。国保と同じよう

に、低所得者の軽減分は、一定公費が入っ

ております。市の繰入も一般財源として入

っておりますけれども、被保険者が増えて

いけば、そういった軽減の適用の方も同じ

ような割合で増えていくと考えておりま

す。一般会計からの繰入も増加の傾向にあ

るのではないかと考えています。 

 以上です。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 これから後期高齢は予算

も増になっていくと思うんです。７５歳以

上の後期高齢は、社保も含めて全ての方と

なります。国保は、現役世代の方は、国保

と社保に別れて保険加入となっています。 

老人医療から後期高齢に変わったとき

に、各市町村より地域を広くしたほうが、

経費が軽減されるという考えがあったと

思います。その点、十分チェックをして、

無駄のないようお願いしたいと思います。 

 国保の統一化に関して質疑があったん

ですけれども、私自身は、現役世代の保険

は、社保も国保も含めて統一すべきと思っ

ています。ただ、なかなか中身が見えなく

て、無駄をなくしていかなければならない。

差額に対しては、摂津市民の税金が入って

います。私は、社保も国保も統一されて、

現役世代の収入の少ない方をカバーして

いく形で統一すべきかなと思っているん

です。後期高齢も、本市として無駄なくチ

ェックをしていただきますよう、お願いし

ます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 後期高齢者の医療保険

制度が、何年か前に、保険者が大阪府に変

更になって、統一化された。保険料は、ほ

とんどの人が今払っているよりも安くな

るとして、導入した記憶があります。 

この保険料は、市町村で決めることがで

きなくなって、国民健康保険と同じように、

だんだん関心が薄れて、何か知らん間に上

がっていると感じる。そういう感覚を持っ

ています。保険料、令和６年度にはまた改

定があるとお聞きをしています。保険料の

推移はどのようになっているか、お答えい

ただきたい。 

 それから、摂津市の業務としては、保険

料を徴収して府に送る。全体的に、非常に

人数が増えて、医療費が高額になってきま

すが、それぞれ国費も、保険者の負担金も

入ってくるので、全体が見えない。前は、

見えていました。担当者として、何を頑張

るか、非常に分かりにくい会計になってい

ると思います。そこも踏まえて、お答えい

ただきたい。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 まず保険料に

ついてでございます。 

 後期高齢者医療の制度としては、保険料、

医療費の窓口負担分を除いて、公費で５割、

それから現役世代の支援が４割、残り１割

を保険料で賄う仕組みになっております。 

 被保険者の負担は国保制度と比べて、負

担割合が相対的に低くなっておりますの

で、保険料は安くなっている仕組みとなり

ます。 

 令和５年度は保険料の改定の年ではあ

りませんでしたので、この令和４年度、令

和５年度の保険料率については、均等割が

５万４，４６１円、所得割の率としては１

１．１２％となります。 

 ただし、この令和５年度に改正された部

分は、均等割の軽減措置、これも国保と同

様にございます。その軽減措置に係る所得



- 17 - 

 

判定基準が改正されまして、軽減の適用と

なる範囲が増えています。 

 令和６年度に目を向けますと、先ほどか

らもお話しさせていただきました、出産育

児一時金について、これまで後期高齢者の

負担がなかった。全世代で子育て支援をし

ていく考えから、後期高齢者の方について

も、この出産育児一時金について、一部負

担していただく、その部分が、令和６年度

値上げの要因になってくると考えており

ます。 

 それに加えて、賦課限度額も令和６年度

に７万円引き上げられ、翌年の令和７年度

も同じく７万円、限度額の引上げが行われ

ます。将来的に、少しずつ保険料は上がっ

ていくと考えております。 

 また、後期高齢者の医療の在り方も議論

されております。現役世代の支援金の伸び

率と、後期高齢者の保険料の伸び率を比べ

ますと、後期高齢者の保険料の伸び率のほ

うが低いという分析結果が出ております。

そのあたり、支援金と保険料、伸び率を合

わせていくべきじゃないかと議論もされ

ております。そういった点からも、保険料

率の改定が行われていくものと考えてお

ります。 

 あと、市として、どういったことをやっ

ていくことなのか、でございます。保険料

の基礎となるのは、医療費になります。市

民の方々が健康でいていただくこと、これ

が保険料の抑制につながると考えており

ます。これは、国民健康保険も同様で、一

層の健康の保持・増進に向けた保健事業の

推進が重要になると考えております。 

 そのため、高齢者保健事業、介護予防に

向けた取組をそれぞれ担当課協力体制を

構築して、実施していくことによって、高

齢者の健康の保持・増進に向けた取組を推

進していくことが重要になると考えてお

ります。 

 そういった取組を今年度から実施して

おりますので、令和５年度も引き続き、実

施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 高齢化社会がいよいよ

本格化してくることで、医療費も当然膨ら

んでくる。保険料が上がることは、ある程

度仕方がないかもしれません。先ほど言い

ましたように、これは市で決めることがで

きません。できることは医療費を抑えるこ

ととおっしゃっていただきましたので、し

っかりやっていただく努力をお願いした

い。これは要望としておきます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者の窓口負担

が、２０２２年１０月から２倍化する人が

出てきていると思います。その割合、影響

額について教えていただきたい。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 令和５年１月

末時点での数字で申し上げますと、窓口負

担３割の方が９２１人、２割の方が２，２

８７人、１割の方が８，６９２人となって

おります。 

 割合は、３割の方が７．７％、２割の方

が１９．２％となっております。 

 御本人様の影響は、通院は負担割合の変

更によって、窓口でお支払いする金額が増

えた分について、月額３，０００円までに

収まるような緩和措置が今のところ取ら

れています。 

 以上です。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者は、医療費が
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大変かかることは、分かっていた。後期高

齢者だけを取り出して、最初は医療費を削

減させると、後期高齢者の医療をあまり使

わせないための仕組みとして、この医療制

度がつくられたと思います。国民の大反対

に合う中で、医療の差別化は一応やらない

とスタートしたわけです。窓口負担が増え

てくると、かかりたくてもかかれない、医

療を制限しないとしようがない、という人

たちが増えてくると思うんです。 

 今、緩和措置で一定３，０００円以上に

ならないよう、限度額が決められていると

おっしゃいました。今後、この窓口負担、

どう推移していくのか、教えていただきた

い。たしか、当初は２割の方々ももっと増

やす計画やったと思うんです。所得制限の

額も話されていたと思うんですが、分かる

範囲で今後の見通しを教えてください。 

○香川良平委員長 谷内田部参事。 

○谷内田保健福祉部参事 今後の見通し

について、国から今後の負担割合の見直し

について、何も通知はございません。 

 そのため、情報収集に努めて、市民の方

にも周知していきたいと考えております。 

 以上です。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ２割負担の話があった

とき、もっと所得制限は低かったと思うん

です。低いところまで２割にさせる話が、

議論の中で少し緩和された。もっと拡大を

狙われている状況やと思います。 

 本当は、２回目に出産育児一時金の話を

したかったのですが、課長から先にお話が

あった。後期高齢者の方々に、今まで後期

高齢者の医療制度は、ほかの保険が支える

形でやっていたが、後期高齢者から、今度

は出産育児一時金に負担金を取ると話が

出てきました。 

 高齢者の医療を充実させることが、名目

上は掲げられて、これがつくられた。ほか

からも支援する話やったが、だんだんそう

でなくなってきている。高齢者にも、負担

が増えていく。何のために後期の部分を取

り出して、こういうことをしなければいけ

ないのか。それぞれ国保なり、老人医療な

りやってこれた分を、わざわざ後期高齢者

を取り出して、ここに医療費がかかると言

って、高齢者と若い世代を対立させる。こ

ういうやり方に対して、制度そのものに非

常に問題がある。保険料の値上げももちろ

んですけれども、それも含めて制度につい

て反対をして、解消するべきと思っており

ます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３３分 休憩） 

（午前１１時３４分 再開） 

○香川良平委員長 再開をいたします。 

 議案第７号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 南野委員。 

○南野直司委員 予算概要を中心に質問

させていただきます。全て１８０ページに

なります。 

 １点目、地域介護予防活動支援事業です。

代表質問でも答弁いただいておりますけ

ど、新年度は委託型つどい場の一部におい

て、開催回数を週２回に拡大する。そして、

自宅からでも参加できるオンラインつど

い場を試行的に実施するとして、事業の中
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でタブレットレンタル料、つどい場づくり

活動補助金と予算計上していただいてお

ります。具体的に、特にオンラインつどい

場について、接続や方法等、教えていただ

きたい。 

 ２点目、包括的支援事業です。 

 鳥飼分室も含め、新年度どれぐらいの相

談を見込んでおられるのか等含めて、事業

の中身、新年度の取組について、御答弁い

ただきたい。 

 ３点目、生活支援体制整備事業です。 

 私自身、決算のときも推進をさせていた

だいておりました、よりそいクラブの拡大

も含めて、新年度どのように取り組んでい

かれるのか、お聞かせいただきたい。 

 以上、三つです。よろしくお願いします。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 オンラインつど

い場の具体的な内容です。本事業につきま

しては、委託型つどい場の運営団体及び参

加高齢者にタブレット端末を貸与しまし

て、オンラインの会議ツールを用いて、自

宅でできる運動、交流機会を創出するもの

で、令和５年度は試行的に２団体、各３か

月程度の期間で実施する予定をしており

ます。 

 対象者は、介護予防活動に参加できてい

ない方、または参加したことがない方を中

心に、希望を募り、各２０名程度に参加を

頂こうと考えております。 

 実施に当たり、円滑な運用となるよう、

オンラインにまだ慣れ親しんでいない方

もいらっしゃると考えますので、つどい場

運営団体向けのスマートフォン講座等に

御協力を頂いております講師に支援を頂

く予定をしており、円滑に取組を進めてま

いりたいと考えております。 

 続きまして、鳥飼分室についてです。 

 令和４年度の相談件数は、１月末現在で、

全体９１６件に対しまして、鳥飼分室の相

談は、来所、電話を含めて５２件となりま

す。ホームページ、ライフサポーター等を

通じた周知を図っているものの、件数は依

然として伸び悩んでいる状況でございま

す。 

 相談内容は、介護保険サービスに関する

内容が最も多く、次いで、生活上の相談と

して、将来に対する不安についての相談、

隣人トラブル、独り暮らしの方の入院、手

術時の保証人について等、すぐに制度につ

なげて解決を図ることが難しい相談が増

えてきております。 

 また、権利擁護業務における虐待に関す

る相談も増加傾向にありまして、配偶者間

の暴力、子による年金搾取など、複雑多様

化しており、認知症への理解や経済的支援

といった擁護者への支援が必要とされる

など、解決までに時間を要するケースも増

えています。 

 これらを踏まえまして、次年度以降、市

全体の効果的な運営につきまして、社会福

祉協議会とも相談しながら、円滑な運営に

つなげてまいりたいと考えております。 

 続きまして、３点目、生活支援体制整備

事業でございます。 

 よりそいクラブは、介護保険を使うほど

ではない電球の交換など、ちょっとした生

活上の困り事への支援として、社会福祉協

議会に配置されました生活支援コーディ

ネーターが中心となり実施しております。

令和３年１１月から市営三島団地での試

行実施以降、令和４年度には、第一中学校

区全域に拡大をしております。 

 また、他地域への拡大を目的に、１月に

味生公民館で、説明会とボランティア登録

会を実施しております。こちらにつきまし



- 20 - 

 

ては、体制が整い次第、運用を開始してい

きたいと考えております。 

 依頼件数につきましては、１月末現在で

４９件、２８人のボランティア登録がござ

いまして、令和５年度以降、他校区での担

い手の養成を進めていくとともに、調整に

従事できる職員等、体制も整備しながら、

市域全体に展開していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 南野委員。 

○南野直司委員 １点目の地域介護予防

活動支援事業、オンラインつどい場、具体

的に御答弁いただき、分かりました。 

 高齢者の方は、タブレット端末を、いき

なりどうぞ使ってくださいと言うて、一人

でできないと思います。最初の何回かはサ

ポートしながら使って、一人で使えるよう

になったら、一人で使っていただくという

ことでいいんですか。その部分、詳しくお

聞かせいただきたい。 

 ２点目の包括的支援事業につきまして、

これも、詳しく御答弁いただいた。鳥飼分

室は５２件で、伸び悩みと。私自身は５２

件の相談があって、こちらの地域福祉活動

センターまで来ずとも、鳥飼分室で相談が

できたことは、本当に地域の中で、身近な

ところで相談できることは、非常にありが

たいことと思うんです。将来的には、住み

慣れた地域で安心して暮らしていける観

点から各中学校区に一つ、近くでいろんな

相談ができることを視野に入れて、どうか

今後も取り組んでいただきたい。これは要

望としておきます。 

 ３点目の生活支援体制整備事業の中で、

よりそいクラブについて、詳しく御答弁い

ただきました。支援をしてもいいよという、

ボランティアの方が２８名ですか。この２

８名は大丈夫な人数なのか。たくさん増え

たほうが、運営もこれからどんどん拡大し

ていくわけですから、その辺お聞かせいた

だきたい。 

 以上です。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 ２回目の御質問

に答弁させていただきます。 

 まず１点目のオンラインつどい場につ

きまして、サポート体制かと存じます。 

 こちらにつきましては、利用者側も運営

団体側も、初めてやることですので、いき

なりタブレットを渡されても、すぐにはう

まくいかないと考えております。先ほど御

答弁させていただきましたとおり、スマー

トフォン講座で御協力いただいている講

師に支援いただきながら、また職員も、し

っかりサポートできるよう、取組を進めて

いきたいと考えております。 

 ３点目のよりそいクラブのボランティ

ア２８人につきましては、現段階は、第一

中学校区を中心に、登録を頂いている状況

です。我々としては、市域全体、ほか４中

学校区にも展開していくことを考えます

と、まだまだ数としては足りてないと思っ

ています。 

 次年度以降も説明会等々を通じ、しっか

りとボランティアの確保に努めていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 南野委員。 

○南野直司委員 １点目のオンラインつ

どい場は、実施しているスマートフォン講

座の講師に御協力いただくと、分かりまし

た。初めのうちは、いろいろあると思いま

すけども、試行的に実施ということです。

すばらしい発想で、こういったオンライン

でのつどい場があちこちで開催されるこ
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とは、私はすごくすばらしいことだと思い

ます。どうかよろしくお願いしたい。要望

としておきます。 

 それから、つどい場につきまして、御答

弁いただきました。このような取組を摂津

市は、地域福祉活動支援センターと大きい

枠組みで連携を取ってやっていただいて

おります。こんなすばらしい取組をしてい

ると大きく周知していただいて、ボランテ

ィアしていいよという方に多く、手を挙げ

ていただくことが、本当に大事やと思いま

す。 

 自治会の加入率が、残念ながら低くなっ

ている中で、支援が必要な方、そして、支

援をしてもいいよと言われる方が、こうい

ったよりそいクラブを通して、それぞれの

地域で、コミュニケーションを取っていく。

お互い話ししながら、地域の中でコミュニ

ケーションを取っていく取組は、すごく本

当に大事なことやと思います。 

 しっかりと今後の拡大も視野に入れな

がら、この取組、進めていただきますよう、

お願いしまして、要望としておきます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４７分 休憩） 

（午後 ０時４７分 再開） 

○香川良平委員長 休憩前に引き続き、再

開をいたします。 

 ほかに質疑ございますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 歳入で、予算書の１０ペー

ジです。介護保険料で、第１号被保険者の

保険料が前年に比べて７，８９４万３，０

００円の減になっております。この内容に

ついて、御説明をいただきたい。 

 歳出で、予算概要の１７４ページ、大阪

府地域医療介護総合確保基金事業で１，１

９０万円があります。これは昨年も挙げて

いたと思います。地域密着型サービス事業

所の基盤整備及び開設準備費等への助成

とあります。内容を具体的に教えていただ

きたい。 

 同じページの一般事務事業です。その下、

介護保険システム改修委託料が出ていま

す。２，１６２万４，０００円、この内容

についてお聞かせいただきたい。 

 以上です。 

○香川良平委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 一つ目、保険料が減

少している内容でございます。 

 今回、令和５年度の給付費との関連なん

ですけども、令和５年度の給付費を計画値

より予算を低く見積もっておりまして、そ

の予算計上しているために、その財源の保

険料も給付費に合わせて低くする必要が

あり、令和４年度と比べますと７，８９４

万３，０００円の減少となっています。 

 この予算計上方法によりまして、令和５

年度の高齢者お一人の保険料は、令和４年

度と比べて特に影響を及ぼすものではご

ざいません。歳出に関わりますので、御説

明させていただきますと、令和４年度の給

付費が、予算額で約６７億円あったんです

けども、決算見込額、現在は約６４億円と

見込んでおります。決算審査に係る委員会

で少しお話させていただいたんですけど

も、コロナの影響を受け、足元の給付費が

伸びてきていないことを考慮しまして、令

和５年度の予算額を６９億円、前年度から

の伸び率を約３％、２億円の給付費の増加

と見込んでおります。 

 令和５年度の計画値が約７２億円とし

ておりましたので、計画値よりも予算額を

３億円少なく見積もっている状況でござ

います。これにより、歳入歳出全体の予算
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額を給付費を減らした分、同額にする必要

があり、調整分で給付費の減額分の保険料

の財源分、約４分の１あるんですけども、

これを減らす必要がございます。保険料の

予算額としては１５億６，７０４万７，０

００円と見込んでおります。 

 二つ目でございます。 

 大阪府地域医療介護総合確保基金でご

ざいます。令和５年度の予算も令和４年度

と同額を計上させていただいております。 

 内容としては、地域密着型の一つで、認

知症対応型のデイサービスの建設に係る

補助金でございます。 

 第８期の計画におきまして、安威川以南

圏域に認知症対応型のデイサービスを整

備する予定としておりまして、ただ令和４

年度募集をしておるんですけども、応募が

ありません。令和５年度におきましても、

公募をしていくことで同額の予算計上を

させていただいている状況でございます。 

 次に、一般事務事業の介護保険システム

改修料２，１６２万４，０００円の内容で

ございます。 

 こちらは、主なものとして、令和６年度

の制度改正の対応でございます。介護保険

制度は３年に一度の制度改正が大幅に行

われることで、令和５年度中に改修をした

い。こちらの改修につきましては、令和６

年度から令和８年度、第９期のものに反映

されます。 

 ただ、制度改正の詳細や制度変更の内容

につきましては、現時点から国から詳細な

通知が発表されていませんので、国の動向

を確認しながら作業を進めてまいりたい

と思います。 

 それと、国からの通知により、押印の廃

止、帳票から削除することでありますとか、

性別欄の廃止とかも含まれています。 

 それと、摂津市独自のものも入れさせて

いただいておりまして、令和６年度から保

険料の仮算定の廃止を現在検討しており

ます。仮算定の廃止対応は、徴収におきま

して、４月から６月の仮算定期間の徴収を

廃止しまして、７月から３月の本算定期間

のみの徴収に変更する改修も予定してい

ます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 保険料の算定に関して、御

説明をいただきました。これから第９期の

かがやきプランを作成する。高齢化に伴っ

て今後、介護保険の保険料とか、全体の予

算は、どんな方向に進んでいくのか。個人

的に考えているのは、介護保険料が今まで

上がってきています。高齢化になると、こ

れからも上がるのではないかと見通しが

立つんです。お一人の生活の中で介護保険

料の比率、支出はどの程度か。上が決まら

ず受益者負担で、高くなることがあると思

う。保険料を納める方にとって、その点ど

う考えておられるのかお聞かせいただき

たい。 

 大阪府地域医療介護総合確保基金事業

の補助金についてです。地域密着型の認知

症対応型のデイサービス、これは第８期だ

けではなく、以前から安威川以南で開設が

なかなか難しく、手を挙げていただける方

がおられない。以前から私も質問をさせて

いただいておりますけど、以前答弁であっ

たと思うんですけれども、安威川以北であ

れば、用地確保が難しい。市が用地を提供

することもお話させていただいたと思う

んです。改めてその点の考え、安威川以南

でこれからも進めていくのか、安威川以北、

以南と地域を変えてでも進めていこうと

していくのか、お聞かせいただきたい。 
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 システム改修は、第９期に反映をされ、

仮算定はなくなり、全て本算定になると理

解しました。 

 もう少し具体的に、第９期にはどう変わ

っていくのか、同システムの第８期と第９

期で違う具体的な部分を御説明いただき

たい。 

○香川良平委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 一つ目でございま

す。 

 介護保険全体の予算額の推移、今後どう

いう方向かです。現在、給付費が第８期は

６０億円台で推移をしていると考えてお

るんですけども、第９期につきましては、

７０億円を超えて来ると見込みを立てて

おります。後期高齢者の人口が増えてくる

ことがあり、現在７５歳以上人口ですと１

万２，０００人ですが、１万３，５００人

ぐらいになるんじゃないかと。１，５００

人ぐらい増えてくると予測しております。

７５歳以上、特に８５歳以上の方が増えて

きますと、介護保険を使う方が増えてくる

ので、一定保険料は高くなってくると。第

８期６，２８０円、基準額ですけども、そ

れを上回ってくるんじゃないかと考えて

おります。 

 ただ、現在お一人の負担感が、私として

も増していると考えておりまして、物価が

上がっている中で、保険料も上がっていく

ことで、負担感は増していくんじゃないか。

第９期に向けて、保険料の水準をどうする

のか。国も保険料につきましては、段階を

細かくする動きもありますので、国の動き

も見ながら、しっかり保険料を考えていき

たい。低所得者にどのような配慮ができる

かどうか、そこも含めて考えていく必要が

あるかなということで、令和５年度の作業

に入ってまいりたいと考えております。 

 二つ目の地域密着型です。以前から御指

摘いただいておりまして、認知症対応のデ

イサービスと、小規模特養、こちらもなか

なかできていない状況でございます。第８

期でも小規模特別養護老人ホームと看護

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デ

イサービス、この三つを計画に位置づけて

いるんですけど、できておりますのは、千

里丘に看護小規模多機能型居宅介護がで

きまして、残りはできていません。 

 建設費用が高くなってきており、情勢と

しては厳しいと思っておるんですけど、小

規模特別養護老人ホーム、令和５年度に公

募を予定しておりますので、しっかりと建

設に向けて進めていきたいと考えており

ます。 

 市の土地には、未利用地がありますので、

関係課と継続して調整もして、今後も検討

していきたいと考えております。 

 次に、システムでございます。第８期と

第９期で、市民に影響が大きい制度ですの

で、給付費のところ、介護報酬でシステム

の改修はあるんですけども、第９期におき

まして、市民に影響があるのは、仮算定の

廃止と思っております。廃止の理由として

は、現在、仮算定は前年の保険料段階を引

き継ぐことで、前年の収入状況の変更によ

り、保険料段階が下がった場合、仮算定の

期間中に年間の保険料以上の額を徴収す

ることもあります。その後で還付をするこ

ともございます。保険料を払い過ぎる事例

もありますので、そちらの影響少なくして

いきたいこともございます。 

 もう一つは、職員の事務負担の軽減、業

務の効率化も考えてございます。後期高齢

者の増加に伴って、事務負担が大きく重た

くなってくるので、市としては、市民サー

ビスの維持や充実と、職員の事務負担の軽
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減、このバランスを取っていきたいと考え

ております。 

 仮算定の廃止ですので、年間の保険料が

年間１２回から９回に変わり、１回当たり

の納付額が大きくなることもございます。

しっかり丁寧に市民にも説明していき、分

割納付の相談もして、丁寧な対応をしたい

と思っています。仮算定の廃止、国民健康

保険と後期高齢者医療も仮算定は、現在行

っておりませんので参考にし、他市も参考

にしながら進めていきたい。しっかり周知

にも努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 介護特会や、保険料に関し

て、金額が上がってくるとの見込みです。

収入の中で介護保険だけでなく、社会保険

がトータル的に家計、収入の中で比率が高

くなっている。物価高騰でありますから、

その点は第９期で、十分加味していただい

て、介護保険の会計もありますけれども、

市民の生活をするための会計も十分考え

ていただきますよう、よろしくお願いした

いと思います。 

 受益者負担であると、はね上がっていく

と思います。１００％受益者負担でいくと、

なかなか厳しい部分もありますので、その

点も十分考えていただきますよう、よろし

くお願いします。 

 小規模の施設の件です。以前から話をさ

せていただいていて、民間の事業所に参入

いただけない、手を挙げていただけないの

は、例えば民間の事業所からすると、採算

ベースで厳しいから手を挙げていただけ

ないと思うんです。民間の事業所が手を挙

げていただけないところでも、市民にとっ

て介護保険の計画の中で、この施設、サー

ビスが必要やと計画をされている。そうで

あれば市民にとって必要であるので、民間

が手を挙げていただけないだけで終わっ

てしまうと、困るのは市民になる。民間の

事業所が手を挙げていただけないなら、市

が何らかの協力なり提供をして、民間が参

入をしていただける形を取っていくべき

と思います。もし民間が手を挙げていただ

けないのであれば、公として考えていかな

ければならないと思います。一番困るのは

市民ですから、ただ参入していただけない、

手を挙げていただけないだけでは終わら

ないようにしていただきたい。 

長年の課題なので、第９期の中で当然解

決をしていただきたい。更に高齢者は増え

ていきますから、介護保険を必要とする方

は、まだまだ増えていきますので、そこは

ぜひとも考えていただきますよう、よろし

くお願いします。 

 システム改修の件も理解しました。仮算

定が本算定になることが、市民にとって一

番分かりにくい。市民にとって分かりやす

く、便利よくなることはいいことと思いま

すので、よろしくお願いしたい。要望させ

ていただいて、質問終わります。 

 以上です。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ２０２３年は、かがやき

プラン第８期の最終年となっています。第

８期のかがやきプラン、基本理念を見ます

と、「みんなで支え合い、安心して暮らし

続けられるつながりのまち」ということで、

「すべての高齢者の人権を尊重し、一人ひ

とりが住み慣れたまちで自分らしく健や

かに暮らせるように、高齢者を支える地域

包括ケアシステムを深化・推進し、住民が、

お互いに支え合って暮らし続けられるま

ちを目指し、基本理念を『みんなで支え合

い、安心して暮らし続けられる つながり
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のまち』とします。」となっています。こ

れを目標に進められてきたと思うんです

けど、スタートの令和３年度からコロナで

あったことが大きくイレギュラーであっ

たかも分かりません。最終年になるので、

総括には早いですが、この令和５年度、ど

のように捉えているのか、御答弁いただき

たい。 

 ２番目に、令和５年度の保険給付費の関

連で、予算書では８ページ、款２保険給付

費についてです。 

 令和５年度は、前年度よりも２億８，８

２９万６，０００円多く、６８億９，９９

４万２，０００円で計上されています。 

 コロナの大きな影響がある中で、予測が

随分違うという感覚もあるようです。先ほ

ど言いましたように、第９期では７０億円

を超えてくるだろうと予測をされていな

がら、今期は予測より低い。これもイレギ

ュラーがあったと聞いていますので、どん

な感覚なのか、この給付費の予測について

お聞きします。 

 ３番目、介護と医療の連携についてです。

予算書の２９ページ、款３地域支援事業費、

項３包括的支援事業・任意事業費、目３在

宅医療・介護連携推進事業費、節１２委託

料の中に、在宅医療・介護コーディネータ

ー委託料があります。コーディネーターを

中心に様々な介護と医療の連携について

取組をされると思いますが、まず令和５年

度での取組予定について、御答弁お願いし

ます。 

 ４番目、サービス付き高齢者向け住宅及

び有料老人ホームの実態についてです。 

 介護給付費を増加させる施設として、数

年前からサービス付き高齢者向け住宅が

市内でも建設されています。 

 有料老人ホームも建設されていますが、

社会的に需要が高いので建設が進んでい

る面もあります。特別養護老人ホームの待

ちが多く入り切れないので、こちらに流れ

ていると思います。 

 しかし、これは負担をどこがするのか。

例えば、特別養護老人ホームであれば住所

地負担として、住んでいた自治体で介護保

険の給付費を出す制度があります。こうい

う面も踏まえて、実態としてどれぐらい把

握されているのか。負担について、グルー

プホームもそうですけど、恐らく住所地負

担ではないと思います。そこも踏まえて、

把握されている部分を御答弁お願いしま

す。 

 ５番目、介護予防・生活支援サービス事

業委託料についてです。 

 これは予算書２５ページ、款３地域支援

事業費、項１介護予防・生活支援サービス

事業費、目１介護予防・生活支援サービス

事業費、節１２委託料、介護予防・生活支

援サービス事業委託料について、中身と利

用見込み数について、御答弁お願いします。 

 ６番目、認知症初期集中支援チームにつ

いてです。 

 予算書２７ページ、款３地域支援事業費、

項３包括的支援事業・任意事業費、目１包

括的支援事業、節１報酬の認知症初期集中

支援チームサポート医報酬があります。こ

れは数年前からされていますが、活動実績、

どんな活動をしてこられたのかと、令和５

年度の目標も教えていただきたい。 

 次に、かがやきプランに「『認知症施策

推進大綱』に、『全市町村で本人・家族の

ニーズと認知症サポーターを中心とした

支援を繋ぐ仕組み（チームオレンジ）を整

備』することが掲げられています。本市で

現在活動中の認知症支援ボランティア活

動グループや認知症サポーター修了生と、
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認知症の人や家族、介護者の支援ニーズを

結びつける仕組みづくりを担う『チームオ

レンジコーディネーター』の配置を検討し

ていきます。」とあります。これについて、

どんな取組をされているのか、御答弁お願

いします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 １番目でございま

す。 

 来年度また総括でしっかり振り返りを

したいと思っておるんですけども、現時点

で、第８期計画では、委員がおっしゃった

ように「安心して暮らし続けるつながりの

まち」を基本理念に、地域包括ケアシステ

ムの推進と、さらなる推進と取り組んでま

いりました。 

 ただおっしゃるように、３年間新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大、高齢者の

方々にはフレイルや認知症のリスクの進

行、高齢者を取り巻く環境が大きく変化し

ていると認識をしています。 

 令和５年度は、現計画の取組を評価しな

がら、第９期に向けまして必要な施策の検

討をしてまいりたいと考えております。第

９期に向けて、介護需要が増加していくの

で、やはり介護予防、認知症予防、生きが

いづくり、こちらが大きなテーマになると

考えております。しっかりと健康寿命の延

伸に取り組んでまいりたいと考えており

ます。国の動向もしっかりと見ていくこと

も必要と考えております。 

 ２番目でございます。 

 給付費、新型コロナの影響を大きく受け

ていて、令和５年度の給付費を見てみます

と、第７期、こちらは大体今までは５％ぐ

らいの平均伸び率があったんですけども、

コロナになってからは、やはり伸びていな

い。３％台とか２％台で伸び率が推移して

います。 

 サービス別で見ますと、多くの方が利用

されているデイサービス、令和４年度は、

令和３年度の実績を割り込んでくるんじ

ゃないかと一定見ております。令和５年度

の給付費が今時点では伸びてこないこと

もございます。 

 令和５年度の計画値が７２億円で、現在

そこまでの予算はしていないんですけど

も、５月に感染症法上の位置づけも変わっ

てくる。これが高齢者の生活にどう影響す

るのか、なかなか読みづらいということで、

しっかり注視をしていきたいと思います。 

 ただ、傾向としては、２０２５年に向け

て後期高齢者が増加してまいりますので、

給付費は増加すると考えております。 

 続きまして４番目です。現在市内では、

サービス付き高齢者向け住宅が９か所ご

ざいまして、住宅型有料老人ホームが８か

所ございます。 

 現状ですが、委員がおっしゃるように、

すぐに特養に入れないことで、サービス付

き高齢者向け住宅や有料老人ホームに入

居される方もおられると考えております。

ただ、今後の高齢者数の増加を踏まえます

と、重要な社会資源の一つと言えると考え

ております。 

 有料老人ホームやサービス付き高齢者

向け住宅につきましては、住所地特例制度

がございます。高齢者がほかの市町村、他

市の施設に入所、入居して住所を変更され

た場合は、もともとの住所地、施設の住所

地の市町村じゃなく、施設入所直前の市町

村の介護保険の給付になります。これが住

所地特例制度で、市町村の負担の偏りを是

正するのですが、対象施設は、特別養護老

人ホーム、介護老人保健施設で有料老人ホ
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ームやサービス付き高齢者向け住宅も含

まれております。 

 あと養護老人ホームや軽費老人ホーム、

こちらも対象になってくるんですけども、

地域密着型の施設は、住所地特例制度の対

象にならないと、介護保険法で定められて

います。現在できていない、小規模特別養

護老人ホームや認知症対応型のグループ

ホームは、住所地特例制度の対象に当たり

ませんので、市内にあるのを摂津市が給付

をすることになってございます。 

 有料老人ホームやサービス付き高齢者

向け住宅につきましては、摂津市民の方が

少し多く、大体市外の方半分、市内の方半

分ぐらいです。少し市内の方が多く、大体

割合的には、半々ぐらいと把握をしており

ます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 ４点の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず３番目の在宅医療・介護コーディネ

ーター委託料についてです。コーディネー

ターは、訪問看護ステーション等、医療、

介護両方の現場で経験を持つ方で、関係者

間の在宅医療や医療と介護の連携に関す

る相談に対して、解決に向けた助言等をい

ただいておりまして、医師会に委託して実

施しております。 

 また、近隣他市との連絡会議に参加し、

情報収集、情報共有を行うほか、地域多職

種連携の会議の開催において、講師との連

携調整等行うなど、異なる職種の業務内容

や考え方を共有し、医療関係者と介護関係

者の円滑な連携を行うための一助となっ

ております。 

 こちらは、コロナの関係でなかなか開催

等は難しかったんですけども、令和５年度

は勉強会という形で、５回開催をしており、

顔が見える関係づくりに努めさせていた

だいております。 

 今後も、ウェブ等を使った会議を開催さ

せていただいておりますので、コロナが明

けた後であっても、ウェブ等、様々な形で

ネットワークづくりをやっていきたいと

考えております。 

 次に、介護予防・生活支援サービス事業

委託料についてでございます。訪問型サー

ビスＡとして、掃除や洗濯、買い物などの

生活援助について、シルバー人材センター

に委託をしているものの、シルバーからの

派遣は、現在ない状態となっております。 

 現在、高齢介護課、シルバー人材センタ

ー、地域包括支援センターとで、利用希望

者が円滑にサービスにつなげられるよう、

運用体制について協議を行っているとこ

ろで、令和５年度は、利用者を一人でも増

やしていきたいと考えております。 

 続きまして、認知症初期集中支援チーム

についてです。認知症初期集中支援チーム

は、認知症サポート医をはじめ保健師、社

会福祉士等の専門職で構成し、認知症が疑

われる人やその介護について不安を抱え

る御家族に、訪問による状況把握を行い、

初期の段階で集中的に支援を行うことで、

早期に医療機関やサービスにつなげ、自立

生活をサポートしております。 

 令和４年度は、支援ケースの対応・検討

行うチーム員会議を３回開催、１月末現在

で支援ケース２件、いずれも医療機関につ

なげた上、介護サービスの利用となってお

ります。 

 令和５年度は、報酬で予算計上させてい

ただいておりまして、予定としては、チー

ム員定例会議を１２回、臨時訪問について

は４回、検討会議１回、計５１万円を計上
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させていただいております。 

 最後、チームオレンジコーディネーター

についてでございます。 

 認知症サポーター養成事業での取組と

なりますが、認知症サポーター講座修了者

向けのステップアップ講座の開催や認知

症の方とサポートする人たちのつなぎ役

となるオレンジコーディネーターの配置

を検討しておりまして、現在、他市の事例

など認知症本人が関わることができる仕

組みづくりについて、情報収集を行ってい

ます。令和４年度は、本年２月に認知症カ

フェ連絡会議を開催して、課題等の共有を

図っています。 

 課題として、認知症サポーター養成講座、

サポーターの養成をしているんですけど

も、スキルアップが課題と考えております。

この辺の仕組みづくりについて検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 １点目、第８期かがやき

プランの地域包括ケアシステムの構築に

向けた取組、コロナ等があって思うように

できなかったと思います。このことは、し

っかり第９期にいかして、当初の目標であ

ります、一人一人が住み慣れたまちで暮ら

していける、そんな地域をつくっていただ

きますよう、これは要望としておきます。 

 ２番目、保険給付費との関係です。コロ

ナの影響で思ったより伸びていなかった

けれども、コロナのフェイズも変わるし、

令和５年度は少し伸びるかもしれない。心

配しますのは、デイサービス等に行けなく

なって、さらに弱られているのではないか。

給付費が一気に増えるかもしれないとい

う心配もある。しっかり注視していただく

とともに、それを改善するための手立ても

考えていただいて、多くの人の介護度が進

まないような視点を持って対応していた

だきたい。 

 そして第９期の保険料算定に当たって

仮算定をやめる。今１２等分に割っている

のが９等分に割る。そうすると金額は明ら

かに増える。移行時は混乱を招く可能性が

非常に高いと懸念しています。丁寧な説明

も必要ですし、誤解されないよう、説明責

任を果たしていただきたい。これは要望と

します。 

 ３番目、在宅医療・介護連携です。地域

包括ケアシステムの肝は医療と介護の連

携やと私は思います。在宅医療、在宅介護

をしっかり展開することが最後まで地域

で暮らす一つのキーになると思うんです。

去年、家でみとることについて、尼崎の先

生を招いて講演されました。その先生方は

劇団死期というのをやっている。そのしき

は四つの四季やなくて、死ぬ死期で、そう

いう活動をされていると紹介がありまし

た。地域で住み慣れたところで最期をみと

っていける、そんな地域を構築していくの

が大事だと思います。しっかりこれも取り

組んでいただきたいとお願いしたい。要望

とします。 

 次に３番目、サービス付き高齢者向け住

宅と有料老人ホーム。随分市内でもできて

きたと実感があります。これは紹介になり

ますけど、千里丘に透析専門のクリニック

ができまして、その上に寄宿舎、これは病

院じゃないかと疑われるような施設がで

きました。ところが開業して募集してもな

かなか入居する人がいないから、一旦シェ

アハウスに切り替えて人が入ってきた。今

回、有料老人ホームに切り替える工事が始

まっています。一部入居されていますが、

ここもまた有料老人ホームになる。住所地
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特例という制度があって、もともと住んで

いたところで介護サービス利用料は負担

をする。それは、よしとしておきます。あ

とはバランスです。バランスが大事だと思

いますが、摂津市の方も入所されています

ので、民間がやることやから難しいと思い

ますけれども、しっかり注視をしていただ

くようお願いしたい。これは要望としてお

きます。 

 次に５番目、介護予防・生活支援サービ

ス事業委託料です。これはシルバー人材セ

ンターに委託をしている分ですけど、なか

なかサービスが伸びず、利用料が伸びない。

一方で布亀も同じように利用、給付があっ

たと思うんですけど、こちらは展開されて

いる。どこにどう違いがあるのか含めて、

御答弁お願いします。シルバー人材センタ

ーの仕事の在り方として、なかなか難しい

委託になっているのでないかという気も

する。そこも踏まえてもう一回御答弁お願

いします。 

 それから６番目、認知症初期集中支援チ

ームでございます。これも非常に大事な取

組だと実感しています。家族もなかなか、

認知症の家族に対して、本人が認知をして

いないケースは非常に難しい。対応が非常

に難しいので、専門的な対応をしてもらう

ことは非常にありがたいと思います。件数

をたくさんこなしていける取組を、より多

くの人が利用していただける取組をお願

いしたい。これも要望とします。 

 それから、チームオレンジコーディネー

ターの配置を検討されている。多くの認知

症サポーターを育成されていますけども、

具体な取組に生かせていないのが残念だ

と思います。ぜひシステムをつくっていた

だいて、みんなで地域を守っていける、認

知症になっても地域で暮らせる、そんな地

域を構築できるよう、ぜひ頑張ってつくっ

てください。これは要望しておきます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 ２回目の御質問

にお答えします。 

 介護予防・生活支援サービス事業につい

てでございます。株式会社布亀との違いで

すが、令和４年度につきまして株式会社布

亀の利用者数は１３人、利用回数は２３４

人と、シルバー人材センターとは大きな違

いがございます。その要因につきましては、

大きなところで申しますと、就業者の確保

で、シルバー人材センターは、利用の要望

があったときにすぐにサービスに従事い

ただける方が確保できないという課題が

ございます。現在、どうすればシルバー人

材センターに依頼をかけたときにすぐに

つなげることができるのか、シルバー人材

センターと地域包括支援センター、市で協

議を重ねているところでございます。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 懸念していますように、

シルバー人材センターでは就業体制に、こ

の委託は無理があったのではないかとい

う気がします。依頼があってから人を募集

するスタイルを取っています。ずっと常駐

をしていて連絡があったら行くスタイル

ではないので、これはなかなか難しいと思

うんです。これ以外にも、南野委員から質

問がありましたけども、そういうボランテ

ィアグループも増えてくるということで、

いろいろな部隊というか、いろいろなアイ

テムを活用しながら、カバーできるような

社会の構成を目指していただきたい。これ

も要望としておきます。 

 以上です。 
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○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 １点目、かがやきプラン

第８期の最終年です。いろいろお聞きしま

したが、原則として３年間同じ保険料を徴

収する。サービスの見積りは３年分をまと

めてする。よって１年目は黒字になって２

年目がとんとんで、３年目は基金から取り

崩して３年間で事業を考えることが原則

とお聞きしています。その観点からこの第

８期どうなっているのかをお聞かせいた

だきたい。 

また、予算書の１４ページに基金の繰入

金が計上してあります。１億６，９３８万

円。３０ページには、積立金が２，４４１

万６，０００円計上されています。この基

金の状況について教えていただきたい。 

 ２点目です。保険料の話がありました。

６，０００円を超える保険料になってきて、

減免についてもいろいろ周知を頑張って

いただいていると思うんです。減免の種類、

内容、利用件数、金額をそれぞれ教えてい

ただきたい。独自減免の申請、ぜひ周知し

てほしい。伸ばしてほしいと言っていたと

思うんですけれども、独自減免が伸びてい

るのか、推移についても教えていただきた

い。 

 ３点目です。特別養護老人ホーム等の施

設の待機者の数、これが分かればお願いし

たい。 

 ４点目です。総合事業についてです。要

支援の制度が総合事業ですが、今後の財政

的な見込み、総合事業はどうでしょうか。

天井というか、総合事業はここまでと国で

決められていると思うんです。今まで、そ

の上限を超えない中で事業をやってこれ

たと思うんですけれども、高齢者も増えて

くる中で、今どうなのか。今後の見通しは

どうなのかも、総合事業の部分で教えてい

ただきたい。 

 それからシルバー人材センター、布亀の

緩和された基準のＡ型のサービス。これに

ついて、ほかの緩和された基準のＢ型、Ｃ

型、Ｄ型、それぞれ教えていただきたい。 

 次に５点目、介護認定審査会の関連です。

認定数とチェックリストの数、認定までの

時間、急いで認定ができるように工夫もさ

れておられると思います。短くなっている

のか教えてもらいたい。現在認定の更新、

コロナで今までと違っていたと思います。

これから５類になることで変わっていく

のか、教えていただきたい。 

 ６点目、介護人材の不足が言われていま

す。２０２２年には処遇改善が行われたと

思うんです。大きくないと思うんですが、

その内容と、新年度はどうなるのか教えて

いただきたい。 

 最後、７番目です。コロナ対策について

伺います。国は５月にコロナを５類にする

と言っていますが、大阪府はさらに早く３

月末でコロナの支援策、ばっさり削るとし

ています。介護施設等で無症状の人への定

期的な検査が行われていると思うんです。

ＰＣＲ検査とかどうなるのか。もしなくな

ると、現場はかなり影響を受けると思うん

です。これについて、教えていただきたい。 

○香川良平委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 １番目でございま

す。予算の関係で、基金とも関係ございま

す。現在、給付費がそんなに伸びていない

と御紹介させていただいたんですけど、第

８期の計画期間につきましては、第７期に

６億円程度ございましたので、それをほと

んど使わせていただきたいと基本的な考

え方を持っておりました。ただ、現在、基

金の残高で申しますと、令和５年度予算編

成が終わり、令和５年度末時点の予測で、
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４億１，８１３万４，６３７円。４．２億

円程度、令和５年度末時点で残高が出るだ

ろうと思っています。令和４年度で申しま

すと５．６億円程度でして、５億６，３０

９万８，６３７円でございます。コロナが

影響をあまり及ぼさないとするならもう

少し残高は減っていたと思うんです。今後、

給付費は注視していきますけれども、予算

上これで執行すれば、４億円前後、第８期

の計画期間を通じて残高が残ってくると

考えております。令和５年度で給付費が伸

びてくれば令和５年度で使わせていただ

く。残れば第９期の保険料の軽減に使わせ

ていただきたい。先ほども申しましたけど

も、物価が上昇していると負担感も大きく

なっていますので、基金はしっかりと４億

円活用させていただくと現在考えており

ます。 

 ２番目、減免です。条例減免の災害にあ

った方が人数で申しますと、令和４年１２

月末現在で１１人、令和３年度が５人でし

たので６人増えている。もう一つ条例減免

で収入が減った方が現時点で１７人、令和

３年度で１９人となっております。 

 独自減免ですけれども、こちらが１８人

で、令和３年度も１８人となっております。

コロナ減免が現在３５人で、令和３年度は

５９人となっております。独自減免は伸び

てはいないですけど、申請書も同封をさせ

ていただいていますので、利用していただ

いていると考えております。 

 周知も、申請書をホームページにアップ

させていただいておりました。それと併せ

てこちらの保険料の減免も、現在はホーム

ページに申請書もアップもさせていただ

いております。周知の拡大には今後も努め

てまいりたいと考えております。 

 次に３番目です。施設の待機者は、令和

４年４月現在、特別養護老人ホームの待機

者で、１２３人でございます。令和２年度

から約１００人を超える人たちが待って

おられます。 

 続きまして４番目、総合事業でございま

す。現在、上限を超えていないと考えてお

りまして、令和４年度は上限額が３億円程

度ございます。支出見込額が２億４，００

０万円程度となりますので、６，０００万

円程度の余裕があります。過去を見ますと、

余裕はあるけれども、余裕の幅が小さくな

ってきています。そこはしっかり見ていか

ないといけないと考えております。 

 ５番目、総合事業で、私からは通所Ｃ、

保健センターにやっていただいておりま

す一人一人に合ったプログラム、リハビリ

をしていただく運動指導です。こちらが令

和４年度で申しますと、令和５年１月現在

で４１人の方が利用されています。令和３

年度は４７人でしたので、少し減っていま

す。 

 次に６番目、審査会の期間です。以前は

４０日を超えていたとお話もさせていた

だきました。現在、最新の情報ですと３７

日程度になっています。現在、コロナ禍で

更新の期間延長もさせていただいていま

す。内容としては、更新の申請で原則調査

を実施するスタンスは持っておりますけ

れども、今、病院や施設は面会を禁止して

いることがありまして、その場合は６か月

の自動延長をしています。引き続き令和５

年度も更新申請につきまして、基本的には

調査をさせていただきますけれども、施設

や病院の状況により、面会ができないこと

もございます。そういった場合には６か月

の延長をしていきます。ただ、市としては、

そのときの本人の状態に介護度を出して

いきたいと思っていますので、施設や病院
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の関係者に御理解いただきながら進めて

いきます。現在もそう御理解いただいてい

ますので、件数的には数パーセントで、自

動更新されている方はそんなに多くない

と考えております。 

 続きまして７番目、処遇改善です。こち

らも令和４年度に補助金という形で１人

当たり月額９，０００円という補助金も国

で創設されました。収入の３％程度、現在

は介護報酬に組み込まれております。その

対応補助金ではないんですけども、こちら

は令和５年度も継続されると聞いており

ます。摂津市内の多くの事業所に利用して

いただいてますので、しっかりと利用して

いただけますよう周知もしていきたいと

考えております。 

 続きまして８番目、コロナ対策でござい

ます。５月に５類になるということで、特

別養護老人ホーム等の入所系の施設で３

日に１回の抗原検査、こちらも行っていた

だいております。デイサービスの通所系サ

ービスとか、訪問介護の訪問系サービス。

こちらが１週間に１回程度のＰＣＲ検査

をしていただいております。大阪府に確認

しておるんですけども、国の方針がまだ出

ていないため、府としても方針が出ないと

いうことでございます。摂津市としまして

は国と府の動向を注視していきたいと考

えております。大事な取組だと思っており

ますので、どうなるかは分かりませんけれ

ども、しっかりと市としましては施設従事

者の方の支援をしていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 私から、４番目の

総合事業のうち、訪問型サービスＤについ

てお答えさせていただきます。当該サービ

スは、令和４年度から開始しているサービ

スでございまして、要支援１・２及び基本

チェックリスト該当者等を対象に、市内で

の買物や通院、つどい場等の介護予防活動

への送迎を行うＮＰＯ法人に対して運営

費用等の補助を行っております。利用状況

は、令和４年１２月末現在で月５０回程度、

開始当初は通院を目的とした利用が多く

見られていましたが、１１月、１２月と

徐々に、つどい場などの介護予防活動を目

的とした利用が伸びつつある状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ２回目の質問させてい

ただきます。 

 まず全体の財政、それから基金です。基

金を全部使ってやると前にも話していた

だいていました。第７期に基金がどんと増

えて、こんなに基金ためてと話をさせても

らったんです。第８期でしっかり使いなが

らやっていくということでした。コロナが

あったので思ったほどではなかった。まだ

４億円残りますと。介護保険料が非常に高

いことについて、高齢者からお声をたくさ

ん聞いています。年金から天引きなので、

どうしようもない。手元のお金が非常に少

なくなって困っている。年金はこの間下が

り気味で、物価もすごく上がっている。先

ほどから、課長もそういう話をしていただ

いていると思うんで、第９期はこのお金も

使って、保険料を上げないで必要なサービ

スを確保する。頑張っていただきたい。一

般質問のときも言いましたけれども、足ら

んのやったら一般会計繰入も、コロナ対策、

物価高騰対策としてやることも可能じゃ

ないかと思っております。法的にできない

制度ではございませんので、ぜひ勇気を持
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ってやっていただきたい。この質問は以上

で、要望とします。 

 ２点目、減免についてです。減免制度を

受けている方に申請用紙も送ったり、いろ

いろ工夫もして、今回ホームページにもア

ップした。ぜひ周知をしていただきたい。

本人は、そうされていても分からないこと

があるので、何か送ってきたけど何のこと

やら分からない。ぜひケアマネジャーやヘ

ルパーにもしっかり周知をしていただい

て、使える方は使っていただくよう頑張っ

ていただきたいと思います。 

 コロナ減免です。これも非常にいい内容

で、ぐっと引き下がると思います。このコ

ロナ減免は新年度どうなるか、教えてくだ

さい。 

 ３点目、施設の問題です。令和２年度か

ら特別養護老人ホームの待機者が１００

人を超える状況で、本当に必要な方々がた

くさん周りにいらっしゃるようになって

きた。なかなか入れないことで、サービス

付き高齢者向け住宅や有料老人ホームも

出てくるんでしょうが、サービス付き高齢

者向け住宅や有料老人ホームに入れるの

かというと、経済的な問題やいろいろあっ

て、なかなか難しい状況があります。これ

について、先ほど森西委員からもありまし

たけれど、まずは国が抜本的な対策を取ら

ないことが一番大きな問題と思います。国

や府にも働きかけてもらい、摂津市として

何ができるのか、ぜひ考えていただきたい。

要望としておきます。 

 ４点目、総合事業です。緩和された基準

のＡ型は、本来、認定を受けられた要支援

の方が使うというより、まだ元気な方々に

対してボランティアのサービスや、いろん

な集い場、民間のサービスもありますと。

認定を受けた方は、専門的な介護が必要な

方だと思いますので、専門的なサービスに

しっかりつなげていただくことが大事と

思っています。 

 Ｃ型は、リハビリ専門で頑張っておられ

る。しっかりと取り組んでいただくよう、

よろしくお願いします。 

 さらに今回は、D型で送迎を行うことを

スタートしていただく。月５０回程度、車

も２台になりました。そんなんあるのと言

わはる方も多いです。利用したいと言わは

った方の中にも、電話したけど予約が取れ

ないとのお声も聞いています。 

 今聞く中で、病院の送り迎えだけではな

く、つどい場に通うとか、いろいろ増えて

きたというお話です。ぜひしっかり拡大し

て、高齢者の足の確保は、市長の選挙公約

でもありますので、ぜひみんなが利用でき

る形にお願いしたい。 

 これのおかげで、おむつ代のサービスが

削られてしまったわけです。おむつ代はま

た復活してもらえたらと思いますが、何か

を頑張ったら何かが削られるのはおかし

いと思いますし、私たちも声を挙げていき

たいと思います。この制度をみんなが使え

る制度にぜひ拡大していただきたい。 

 サービス削減、先ほどＡ型で言いました。

サービス削減は介護度を引き上げること

につながると思います。現行相当のサービ

スを維持することが非常に大事やと思っ

ています。 

 今まで摂津市は、必要な方には必要なサ

ービスをしっかり提供すると言っていた

だいていたので、もう一回そのことについ

て、確認させていただきたい。 

 今後も、必要な方には必要なサービスを

提供するとやっていかれるのかどうか。今

政府は、要支援だけではなく、要介護の１、

２まで、総合事業に移行させると考えてい
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る中です。それは絶対違うと思いますので、

お考えをお聞かせいただきたい。 

 ５番目、介護認定審査会です。認定まで

すごく時間がかかると話を聞いていたん

ですが、工夫もしていただいて、４０日超

えていたが３７日になった。少し短縮でき

た。ぜひ、さらにお願いします。 

 介護認定が、なかなか出なくても、いろ

いろ工夫していただいていると思うんで

すけれども、やはりちゃんとした認定を出

していただくことが大事かと思います。 

 コロナでなかなか更新できない方もい

らっしゃると思うんです。今後、そういう

方々も更新をしていかれるので、数も増え

てくると思いますけれども、よろしくお願

いします。 

 チェックリストの数だけ、もう１回教え

てください。よろしくお願いします。 

 ６番目です。９，０００円のアップが、

どやねんという話です。 

 介護職の方は、一般の方々と比べて給与

が本当に少ないと言われる中で、９，００

０円、１桁違うんちゃうのとお話が出てい

たと思います。とりあえず、それだけ上が

ったと。今のお話でもあったように、最初

は国がお金を出したけれども、今度は介護

報酬の中に当て込んでくる。ということは、

利用者に跳ね返るということです。これも

ひどいやり方やと思うんです。ほかの職種

に比べて、非常に賃金安く、介護の担い手

がなかなか確保できない。市もそこを非常

に頭を痛めてられると思うんです。処遇改

善しっかりするように、国に対して声を挙

げていってほしいと思っています。 

 市として何か、担い手確保に考えておら

れるのか。また、以前就労トライアルをや

っておられたと思うんですけど、どうなっ

たのか教えてください。 

 ７番目です。いまだに方針が出ていない

のは、どういう問題か。コロナについて５

類になっても、コロナがなくなるわけでは

ないです。高齢者は大変リスクが高く、第

８波では、亡くなった方、特に大阪府は多

い。 

 コロナ対策は本当に必要やと思います。

これは、しっかり今までどおりのことを、

やってくれと要望していただきたい。 

 市もぜひ、支援を高齢者の施設で働く

人々にお願いしたい。これは要望としてお

きます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 二つ目、コロナ減免

でございます。令和５年度も継続するかど

うかでございます。こちらは、現在国から

通知が来てございまして、令和５年度のコ

ロナ減免につきましては、国では実施しな

いとなっています。 

 ただ、市としては、今後も高齢者におけ

る影響が、継続すると考えられますので、

そこは国によってしっかりと行われるべ

きものだと考えておりますので、減免制度

の継続を、国に要望することも検討したい

と考えております。 

 もしなくなれば、高齢者の方々にしっか

りときめ細かな納付相談をしていきたい。 

分割納付の相談もございますので、しっか

り取り組んでいきたいと考えております。 

 総合事業でございます。現行相当でござ

いますけれども、摂津市としては、第８期

も現行相当継続していくとやってまいり

ましたが、第９期につきましても継続して

まいりたい。市としては、専門的なサービ

スが必要とされる方にはしっかり提供す

る。ただ、いろんなサービスの提供と、選

択できる環境を整えるのが市の責任だと
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考えておりますので、サービスもしっかり

と充実させることもやっていきたいと思

っております。 

チェックリストでございますが、令和４

年度、令和５年１月現在で、２８件ござい

ました。新規が１８件、更新が１０件でご

ざいます。令和３年度ですが、３６件、合

計ございまして、新規が２４件、更新が１

２件ございます。それぞれ少し減らしてい

ます。 

続きまして、処遇改善で、いろんな方々

に働いてもらうこともございまして、就労

トライアル、人材確保で、しっかりやって

いきたいと思っております。こちら、介護

施設で元気な高齢者に活躍をしていただ

くということでございます。この３月１日

に市民向けの説明会をさせていただき、２

０名の参加がございました。半数が７０歳

台で参加をされております。こういう取組

をしていきたいと考えております。 

資格を取っている人にもしっかり現場

に復帰していただきたい。大阪府が、介護

福祉士やヘルパーの資格を持っていて現

在働いておられない方や、資格がない方を

受け入れた施設に対して、補助金を交付す

るという取組などしております。しっかり

と事業所に周知をしてまいりたいと考え

ており、市としても、どういうことができ

るか考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ３回目です。２番目の減

免です。減免の制度、コロナ減免がなくな

ると。大変痛手で、ぜひ国に復活してくれ

と、引き続きやるように言ってください。

また、ほかの減免制度もあると、ぜひ知ら

せてもらいたい。 

 家族が課税で本人は非課税の方の、保険

料が非常に高く感じます。ぜひ本人非課税

なら減免できる制度を、つくっていただき

たい。これは第９期に向けてです。利用料

減免も、御検討いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 利用料減免は保険料引き下げにならな

いので、一般会計から入れても大丈夫です

から、ぜひお願いします。ほかにやってい

る都道府県もあります。 

 次に、総合事業です。現行相当しっかり

やっていくと言っていただきました。ぜひ

よろしくお願いします。 

 要介護１、２の総合事業化、それからケ

アプランの有料化は２０２７年の第１０

期までに結論を出すと、政府は言っていま

す。これに対して、ぜひ反対をしてほしい。 

 今までも反対が強かったので、なかなか

決定ができないんですけれども、諦めてい

ないということですので、よろしくお願い

します。 

 利用料の２割負担の拡大や老健施設等

の室料についても改悪が計画されている

と思うんです。この点について教えてくだ

さい。 

 ５番目の介護認定です。チェックリスト

の数、増えていないということで、少しほ

っとしました。チェックリストで介護認定

から外していく自治体もあって、介護の予

算が大きく使わなくてすむことになるか

もしれない。それは後で、介護度を重くす

ることになると思います。ぜひ必要な人に

専門的なサービス、最初が介護認定だと思

いますので、よろしくお願いしたい。要望

としておきます。 

 ６番目、担い手の問題です。様々な工夫

もしていただいて、市でも確保しようと、

頑張っておられる。引き続きやっていただ

きながら、抜本的な処遇改善、これが介護
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人材を集めるために何よりも重要なこと

です。仕事はしたいけど、こんな給料じゃ

とても続かん、では困るんです。 

 私たちも頑張って、要求をしていきたい

と思います。自治体からも国に対して意見

をしっかり上げていただきたいと思いま

すので、要望といたします。 

 以上です。 

○香川良平委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 利用者の負担の見

直しもございまして、国の審議会の議論等

見ますと、２割負担を拡大することも現在

議論されています。 

 現在、１割負担の方が大体９割ぐらい。

全体で、４，２００人ほどいます。３，８

００人、３，９００人程度が１割負担で、

残りの２００人ずつぐらいが２割負担、３

割負担で５％程度。現在議論されているの

が１割負担から２割負担に移行すると、２

割負担の方が少し増えることも議論され

ている。こちらも注視して、摂津市に与え

る影響も見ていきたいと考えております。 

 そのほか、委員が指摘された施設での自

己負担、こちらもいろいろ検討されていま

す。国の動きは夏ぐらいにかけて活発にな

ってくるので、しっかりと注視して、摂津

市に与える影響がどういうものなのか、見

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 おっしゃられたように、

新年度夏までに結論を出すと、国は言って

います。この春ではなく、なぜ夏かという

と、統一地方選挙への影響を考えていると

言われています。 

 国民の反発があることは重々分かって

いるわけです。物価高騰、年金が下がる、

いろいろある中で推し進めれば、サービス

の利用控え、重度化を招くと思います。ぜ

ひ自治体からも声を挙げて反対していた

だきますようお願いしまして、私の質問を

終わります。  

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 既に各委員から多々議

論もございましたので、重なる部分は省略

させていただきます。 

 まず１点目、これは要望です。アフター

コロナで、介護に関して、いろいろと市民

の方から、私どもにも要望が来ます。生活

に直結することで、先ほど質疑ありました

おむつの件も、なぜ条件が変わったと質問

等もございました。これは国で変わって、

市としても変えざるを得なかったと話を

させていただいたりとか、市民生活に直結

した中で、しっかりとした制度の利用と、

取組を担当部署として進めていただきた

い。 

 冒頭に言いました、アフターコロナ、コ

ロナの中で一番大きな問題として私が考

えているのは、相談もあるんですけども、

施設からもう出さない。あるいは面会謝絶

で、高齢者がずっとその施設内で、ある意

味本当に閉じ込められてしまって孤立化

してしまう。認知症も進んでしまっている。

施設としては、高齢者の安全確保もあるか

もしれないんですけども、気づけば、その

高齢者の尊厳が実は損なわれてしまって

いる。そういった話もお聞きしております。 

 安全はもちろんですけども、高齢者にと

ってどうあるべきかは、認知症サポーター

といった方々、相談を受ける中でしっかり

対応していただきたいと思います。 

 本当にお聞きをする中で、例えばデイサ

ービスの利用者が来なくなって、気づけば
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亡くなっている。そういう話も多々お聞き

しております。この３年間、様々なものが

失われたと認識をしております。その中で、

高齢者にとって望ましい生き方を、介護は

施設というより、介護利用者の視点に立っ

て提供していく。そこも担当部署として指

導、対応していただきたい。認識していた

だければと思います。これは要望といたし

ます。 

 これは質問です。一般質問の中で、（仮

称）味生コミュニティセンターに、地域包

括支援センターを設置したいと話を受け

ております。それについて、決算審査では、

鳥飼分室が狭いので、河川防災ステーショ

ンの上部施設である水防センターに設置

するのもいいのではないかと議論もあり

ました。 

 そこを踏まえて、担当部署として、どう

考えているのか、その点をお聞きしたい。 

 質問は以上です。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 ご質問にお答え

させていただきます。 

 （仮称）味生コミュニティセンターでの

地域包括支援センター設置についての考

え方です。淀川河川防災ステーションの上

部施設につきましては、令和１２年度の完

成を目途に地域住民の声も聞きながら検

討を進められており、現時点においては、

具体的な構想案の策定には至っていない

と伺っております。 

 （仮称）味生コミュティセンターでの地

域包括支援センターにつきましては、セン

ターの運営協議会や審議会等で意見をい

ただきながら、詳細な運営方法などの検討

を進めていくことになろうと考えており

ます。現行計画でございます第８期かがや

きプランには安威川以南圏域でのサブセ

ンターの設置を検討すると示しておりま

すので、これについて考えていきたいと考

えております。 

 また、鳥飼まちづくりグランドデザイン

におきまして、取組の方向性として、河川

防災ステーション上部施設への福祉相談

窓口の設置検討と記載しております。 

 今後の高齢者等の増加を見据えますと、

担当としては、地域で身近な場所で相談で

きる環境の整備は大変重要と考えており

ます。常設になるか出張相談という可能性

もあるかと存じますけども、様々な方法、

効果的な運営手法について考えていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 お考えは理解いたしま

した。（仮称）味生コミュニティセンター

は、先にできるスケジュールとお聞きして

おります。 

 河川防災ステーションよりも先にでき

る。今回（仮称）味生コミュニティセンタ

ーで地域包括支援センターの在り方、先ほ

ど言われましたサブセンター、それが常設

か出張所か、議論していくと認識をいたし

ました。ぜひしっかりと設置をしていただ

きたい。 

 （仮称）味生コミュニティセンターは、

目標は地域の拠点、コミュティの拠点とし

て、様々な世代、子育てから高齢者、多世

代が集う場になることを計画している。そ

こにそういった方々が行くという目的を

持たせることも大事だと思っております。 

 その一つとして、地域包括支援センター、

そこに何でもとりあえず相談してみよう

と。とりあえず行こうという流れになろう

かと思います。それで健康寿命の延伸に寄

与できれば、すばらしいことだと思ってお
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ります。しっかりそこは、自治振興課と連

携して取り組んでいただければと思いま

す。 

 要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

次に、議案第３０号の審査を行います。

本件について、補足説明を求めます。 

荒井保健福祉部理事。 

○荒井保健福祉部理事 議案第３０号摂

津市敬老金条例を廃止する条例制定の件

につきまして、提案内容を御説明申し上げ

ます。 

敬老金制度につきましては、長寿の節目

を迎えた高齢者の長寿を祝福するととも

に、高齢者の福祉を増進することを目的と

して、昭和３９年に設けられたものでござ

います。 

 その後、高齢化の進展に伴い、平成６年

度、平成１０年度及び平成１５年度に、支

給対象者と支給額等を見直し、平成１６年

度から現行の内容で支給してまいりまし

た。 

本市の６５歳以上の高齢者数は、令和５

年１月末現在の総人口８万６，４８７人に

対し、２万２，２１８人、高齢化率２５．

７％となっており、高齢者数のピークを迎

える２０５２年には総人口７万４，３６１

人に対し２万７，１０６人と、４，８６７

人の増加、高齢化率は３６．５％まで上昇

すると予想されております。 

加えて、高齢者単身世帯や高齢者夫婦の

み世帯などの増加も見込まれており、医

療・介護サービスや見守り等の日常的な生

活支援の需要が増大することから、これま

で以上に高齢者の保健福祉施策における

取組は重要になってまいります。 

また、厚生労働省から発表された最新デ

ータによりますと、日本人の平均寿命は女

性が８７．５３歳、男性が８１．４７歳と、

８０歳を超えている現状にございます。 

このような社会状況を踏まえ、高齢者が

住み慣れた地域で安心して暮らしていけ

るよう、限られた財源をより効果的かつ効

率的に活用していく必要があると考えて

おります。 

そのため、敬老金制度と長寿訪問事業を

統合し、対象者及び贈呈手法の見直しによ

る再構築を行い、現在節目の７７歳、８８

歳、９９歳及び１００歳以上の方に支給し

ている敬老金の全てを廃止し、８８歳、９

９歳及び１００歳以上の方に祝い品の贈

呈といたしたく、このたび敬老金条例を廃

止させていただくものでございます。 

なお、附則につきましては、この条例は

令和５年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 以上、摂津市敬老金条例を廃止する条例

制定の件につきましての提案説明とさせ

ていただきます。 

○香川良平委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 今回、敬老金を廃止する。

夫が去年もらったから、今年は私だと思っ

ておられるような方々がいらっしゃると

思うんです。どうお知らせをするつもりか、

教えてください。  

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 周知につきまし

ては、広報紙、ホームページはもちろんの

こと、ライフサポーター等、あらゆる手段
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を使って御説明をさせていただきたいと

考えております。また、課の窓口であった

り、電話での問い合わせ等も想定されます

ので、しっかりと趣旨を説明した上で御理

解を賜れるよう、丁寧な説明をしていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 非常にがっかりされる

と思います。その説明をせなあかん職員も

非常にしんどいとお察しいたします。大き

な金額が必要なものではありません。市民

から喜ばれる、高齢者のみなさんから喜ば

れる、そういう制度をわざわざ廃止する必

要はないと思います。もっとほかに高齢者

の施策をよくするための工夫は、市全体を

見渡せば、いろんなことができるんじゃな

いかと思います。これについては反対をし

ます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。  

 暫時休憩します。 

（午後２時２６分 休憩） 

（午後２時２７分 再開） 

○香川良平委員長 再開します。 

 議案第１９号、所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 南野委員。 

○南野直司委員 特別会計でも議論があ

って、御答弁があったと思います。専門職

による認知症初期集中支援チームを設置

していただいて、認知症の早期治療、早期

支援に取り組んでいただいております。こ

れは令和３年の６月から、社会福祉協議会

へ委託して実施していただいている。 

 その中で、認知症初期集中支援チームの

サポート医の報酬について条例制定とい

うことです。この位置づけは、条例を見て

おりますと、非常勤特別職に位置づけをし

て保障していく条例だと思います。この位

置づけについて、今までどうだったのか。

また、どのようになるのか、教えていただ

きたい。 

○香川良平委員長 末永課長代理。 

○末永高齢介護課長代理 本市では、認知

症の早期治療、早期支援を目的として、認

知症サポート医、保健師、看護師、社会福

祉士など、専門職による認知症初期集中支

援チームを設置しております。 

 認知症が疑われる人やその介護につい

て不安を抱える御家族への訪問による状

況把握を行い、初期段階で集中的に支援を

行うことで、早期に医療機関やサービスに

つなぐ、こういった自立生活のサポートを

行っております。 

 認知症初期集中支援チームの構成員と

なる認知症サポート医は、配置が必須とな

っております。これまで有償ボランティア

と位置づけておりましたが、公務災害時等

における保障ができていない状況でござ

いました。 

 この状況を踏まえ、地方公務員法第３条

第３項第３号に規定する特別職非常勤職

員に位置づけ、万一の公務災害等における

保障を確保するものでございます。 

 なお、報酬の額には、現在１回あたり３

万円をお支払いしており、今後も同額を予

定しております。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 南野委員。 

○南野直司委員 非常勤特別職に位置づ
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けて、公務災害時等において保障していく

と。分かりました。 

 今までの実績を、この際聞いておきたい

と思うんです。令和３年度、令和４年度、

この初期集中支援チームでの支援件数、何

件ぐらいあったのか。それから医療につな

がった件数、あるいは、その介護認定の申

請につながった件数、教えていただきたい。 

○香川良平委員長 末永課長代理。 

○末永高齢介護課長代理 こちらの認知

症初期集中支援チームでは、ケースの該当

があれば２か月に１回、チーム員会議を行

っております。そして、年に１回、検討委

員会で、年度末頃に会議を行っております。

令和３年度の実績は、チーム員会議で４件

支援しております。 

 医療につながった件数及び介護認定の

申請につながった件数は、いずれも２件と

なります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 南野委員。 

○南野直司委員 認知症初期集中支援チ

ームでの支援件数が４件あって、医療につ

ながった件数、そして介護認定の申請につ

ながった件数はいずれも２件だったと、理

解をいたしました。 

 非常に大事な取組だと思いますので、ま

た新年度以降も引き続きよろしくお願い

いたしまして、要望といたします。    

以上です。 

○香川良平委員長長 ほかに質疑ござい

ますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 報酬で、予算の範囲内で市

長が定める額となっております。この報酬

は定額でないのか。予算の範囲内で市長が

定める額であれば、例えば１回の額がその

都度変わることが発生しないのか。お聞か

せいただきたい。 

○香川良平委員長 末永課長代理。 

○末永高齢介護課長代理 こちらは、予算

の範囲内と定めておりますが、１回当たり

の額で決定をしたいと考えております。  

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 補足をさせてい

ただきます。 

 ケースによって訪問であったり、会議、

ケースごとにかかってくる時間は変って

くると思っております。 

 そういった点も踏まえまして、他市の事

例等も参考にさせていただき、１回当たり

３万円で積算をさせていただいています。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 そうしますと、なぜ１回

３万円で示さなかったのか、お聞かせい

ただけますか。 

○香川良平委員長 細井参事。 

○細井高齢介護課参事 委員の御指摘の

とおり、１回当たり３万円と決めている

のであれば、示すべきと思うのですけ

ど、ケース等によって、今後、変更等が

生じる可能性も出てくると考えておりま

す。今回はそういった形で示させていた

だいています。 

○香川良平委員長 森西委員。 

○森西正委員 この委員会でも、１回３

万円と金額を提示をされてますので、そ

れが変わることは恐らくないだろうと思

います。その都度、その場で、こういう

書かれ方であれば、予算の範囲内であっ

たら、別に幾らでもという取り方をされ

ます。今の答弁で、分かりました。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

 藤浦委員。 
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○藤浦雅彦委員 先ほどの介護保険料の

質問のとき、この認知症初期集中支援チ

ームのことを質問させていただいた。予

算額が５１万円で、１回３万円というこ

とは、１７回分と見ている。 

 第８期のかがやきプランでは、令和５

年度の目標値が、相談件数が１５件で、

入院、医療、介護につながった件数が１

３件とされている。令和３年度、令和４

年度の実績を言っていただきましたけど

も、しっかり頑張っていただきますよ

う、一人でも１件でも多く、相談に関わ

っていただいて、実績につないでいただ

けるようにお願いします。  

 これは要望としておきます。 

 以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。  

 暫時休憩します。 

（午後２時３６分 休憩） 

（午後２時３７分 再開） 

○香川良平委員長 再開をいたします。 

 議案第２６号の審査を行います。  

 本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 文書法制の人が、たく

さんの条例の中で改正しなければならな

い所を見てられると思う。条例そのもの

についてより、その作業について、どう

作業されているのか、聞いておきます。 

○香川良平委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 作業について、条

例改正は、法律の改正に伴うものでござ

います。例規システムで検索をかけまし

て、そこでヒットするものについては、

可能性がある。それらを洗い出して、必

要であれば改正作業を行って、上程する

流れになっております。 

○香川良平委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 やがてＡＩが代理でや

ってくれそうな作業になります。 

 ぜひ、合理性を図っていただいて、恐

らく機械的な作業になると思うので、Ａ

Ｉを導入していただきますように要望し

ておきます。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。  

 次に、議案第２７号所管分の審査を行

います。 

 本件については、補足説明は省略し、

質疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 生活保護の停止のとき

に、今までは使えなかった分を使えるよ

うにするお話だと思います。停止は、ど

ういうときに起きるのでしょうか。 

○香川良平委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 生活保護の停止と

は、当該世帯における収入の増加により

一時的に保護が必要なくなった場合にと

られる措置でございます。 

 例えば、年金の遡及受給により一時的

に収入が発生した場合とか、定職に就き

収入が増えたけれども、継続就労の確実

性を欠くような場合が当たります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員長 増永委員。 

○増永和起委員 いろんな状況が起こっ

たり、就労するけれど不安定だったり、
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そういう状況のときにこういうことが行

われていたのは、少しショックです。ほ

かにも様々な可能性がありますので、し

っかり寄り添った対応をいただきたい。 

 よろしくお願いします。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。  

 暫時休憩します。 

（午後２時４１分 休憩） 

（午後２時４３分 再開） 

○香川良平委員長 再開をいたします。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 討論なしと認め、採

決します。 

議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定いたしまし

た。  

議案第４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

 議案第６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第１２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第１９号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第２６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第２７号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 全員賛成。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

議案第２８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 
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議案第３０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○香川良平委員長 賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。 

暫時休憩します。 

（午後２時４５分 休憩） 

（午後２時５６分 再開） 

○香川良平委員長 再開をいたします。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について、協議をいたします。 

 令和５年度の本委員会による行政視察

につきましては、５月に実施したいと考え

ておりますが、皆さんいかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 次に、視察項目について、協議をいたし

ます。事前にヒアリングをさせていただい

たところ、三つ項目が上がっております。

コミュニティ施設関係、重層的支援体制整

備関係、加齢性難聴補聴器関係のこの三つ

を視察項目として上げさせていただいて

もよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 なお、視察先につきましては、委員長団

に一任いただき、視察日程については、後

日調整させていただいてよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 次に、本会議最終日において、常任委員

会の所管事項に関する事務調査を閉会中

に調査することが諮られます。 

老人福祉行政について、障害者福祉行政

について、保健医療行政について、環境衛

生行政について、商工行政について、農業

行政について、文化スポーツ行政について、

を令和６年３月３１日まで、閉会中に調査

することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後２時５７分 閉会） 
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